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序言

農家経営と林野利用とのつながりのかなり緊密なものであることは一般に認められて

いるが，新しく， しかも，不利な諸条件下において営肢が開始された現在の開拓地におい

て，はたして農業と林業とがどんな関連性をもちつつ農家経営が進められているか，これ

ちの実態を知りたいのが筆者らの念願であるが，これらの関連性の厚薄あるいは緊密度

は，開拓地の丘地条件により，したがって，また，営農形態などによって大きく左右され

ることはいうまでもないことである。

この観点の下に筆者らは，すでに，さきに道東地区の根釧原野に位する比較的樹木や

林野に恵まれた川上郡標茶町弥栄開拓地をとりあげ，更にまた道央の，これは開拓地区内

に林野の少ない上川郡美瑛町五稜開拓地を姐上にのせてその実態調査を行い，それぞれそ

の結果を報告恭したが， 今回は更に一転して道南地区の瀬棚郡下の小川開拓地について，

前二者の調査と同様の方法でその実態を調査観察したので，その結果をここに報告する次

第である。

後加納友金・小関降級: 開拓地農家経営における農林提携に関する実態調査(幻禰栄開拓地について.

北犬農学部演習林報告，第 17巻，第1号，昭和29年.

加納友会・小関降is!t;: 開拓地農家経営にオずける農林提携に関する実態調査 (11)五稜開拓地につい

て.北犬農学部演習林報告，第 17巻，第2号，昭和30年.
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本調査は昭和30年 7月中句に行った。

本調査にあたり，資料の提供と調査の実行に協力せられた太櫓村開拓農業協同組合，

北檎山町役場，北海道農地開拓部関係部課の諸氏に衷心より感謝の意を表する。

なお，本調査費用の一部に北海道科学研究補助金をあてた。

N 日

ネ

O 7 2KM 

小川 開 拓 地 位置圃

一一小川開垢地

調時

三三=河 川

~欽準
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I. 小川開拓地の概況

1. 位置

小川開拓地の行政区域は瀬棚郡北檎山町大字太櫓村字小川である。北檎山町は瀬棚郡

東瀬棚町と太櫓郡太櫓村とが昭和30年 4月1日合併してでき上った新町名で， 本開拓地

は合併前では太櫓村字小川に属していた。北槍山町役場は元の東瀬棚町にある。

小川開拓地の位置は国鉄瀬棚線東瀬棚駅の南方約 14km，若松市街(旧行政区劃は太櫓

村字若松で北檎山町役場の支所がある)の西南方約6kmの地点にある。本開拓地は一団

地ではあるが別掲図の如く不整形を呈している。だいたい太櫓川の上流二俣川と太櫓川の

支流小川の分流ガロー沢との聞に介在し，一口にいえば小川の上流地帯で，北部の大半と

東部の一部が民有地村有地に接するほかは，全部国有林によって固まれている。東部北半

は小川部落に隣接している。

2. ~{!:董，ロ-=F-

本i掲拓地の沿革を按ずるに，入植lJijの土地所有関係は大部分が民有であり，一部は固

有林であった。民有地は地区北部の大団地を占め，従来いわゆる小川区劃として知られて

いた。小川区劃は早さは明治の末葉より大正の初年にかけ植民区劃地として入植を開始し

大正 7-8年にはほとんど開発せられ入植戸数 90を数うるに至ったが，その後，交通不便

地味の不良，営農計画や技術の欠陥に基ずく農業恐慌の影響その他により，漸次転職また

は本道奥地へ移転のため放棄せられ，地区の約半分は不在の一大地主の所有に帰し，残り

は在村又は不在村の約 40名の小地主により般保せられ， その一半はカラマツの植林を見

たるも，他は放置されて荒廃し，あるいは二次林の自然成立にまかされた。民有地の買収

は24年 5月と 25年 3月の再度にわたり行われた。

国有林は地区東南部の細長不整形部分の両端部がこれに該当し，保管転換前までは東

瀬棚営林署管内太櫓事業区の 46，47， 49林班の一部をなした。 本地は 23年 12月再度に

わたり管理換を見7こ。転換前における林相としては往時数度にわたり択伐されたものであ

り，樹種はブナ (65-70%)を主とし， イタヤその他の広葉樹及び十ドマツを混じ， 主林

木たるブナは直径平均 40cm，樹l言約20mで ha当り総蓄積は約50-60mτ にすぎなかっ

たが，これらは入植開墾にともない開拓者保護の見地より開拓者に売払われた。

小川開拓地における入植は 21年に元国有地に5i揚 1戸， 村内分家及び転業者6戸，

計 7戸が入地せるに始まる。その後引きつづき香川，長野，宮城の各県より入植を見Tこが

一時は離践者多数を出せることあるも現在は定着服態佳良を示している。調査時の入植戸

数は56戸である。
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本地区については 24年度道開拓計画課により 671町につき， 26年度北海道開発局に

より 197町につき，両度にわたり開拓地計画の樹立を見たが，この外に元国有林の一部に

面積 57.4町の緊急入植地が含まれている。

3. 自然的環境

イ. 地勢，土質，植生

本開拓地は標高 150-330mの波紋丘陵地帯で， 道南地区の一部として気温上問題の

ない低さである。旧国有林とその聞に狭まれた旧民有地を含む地区は大体高台をなし，一

部沢を含むほか地形上の大きな変化はないが，一団地をなす旧小川区劃は西南部が一応ま

とまった高台地をなすほか，東北方に向って数条の沢が入り込み，またその沢も更に小沢

に細分されているところもある。可耕地は主として台地や二つの沢の聞に介在する比較的

平坦な土地に見出される。沢沿いの土地は傾斜がかなり急である。

地質については大部分第四紀新居に属し，土性は駒ヶ岳系火山灰性埴壌土ないしj裏土

が20cm内外の深度を有し，上部は腐植質を含む暗褐ないし黒褐色，下部はこれよりやや

薄く褐色ないし茶褐色を呈し，一般的には酸性は強くないが荒廃地はやや強い。旧国有林

の部分は洪積層に属しほとんど壌土で腐植質も比較的多く，地味も肥え結合度も軟く極度

中庸である。全地区にわたり石礁はない。

植生については特に天然生吠態を呈する沢沿いの急傾斜地にはセン・ハシノキ・ブナ

ホホ・ヤナギ .Vナ・ナラ・イタヤなどが混生して一応の林相をととのえているが，二次

生林としてはガンピ・ドロ・カ νワなどが疎生し.手入れのされてないカラマツの造林地

も一部に残存している。草本としてはヨモギ・ナナツパ・イラクサ・イタドリ・ブキ・ア

ザミ・ネマガリ竹等最も多く，ハギ・〆ススキ・ワラビ・カヤなども普通である。旧民有地

における天然生二次林の蓄積は町当り 100石位あったようである。旧国有林のうちまだ開

墾せられない西南地区には前にふれたようにプナを主林木としイタヤ・も/ナ・ホホ・セン・

ナラ・トドマツ等が ha当り 50-60m'lくらい残存し，下層植生にはイヌガヤ・クロモヂ・

サビタ・プツキソヲ・オオカメノキ・ネマガリ竹などが一番多い。

ロ.気象

太檎村全般にわたっては南は久遠郡と，北は瀬棚郡と峯界をなし，西は日本海に面し

対馬海映を経てくる暖流が岸に沿い流れるため比較的温暖で，日本海気象の影響により昼

夜の温度の差は割に少ない。

開拓地近傍においては詳細な気象観測をしているところが無いので，一応今金原種農

場観測所のデータを上げることにするが， 気温は昭和 20年より 29年までの平均で午前

10時1回の観測による。 今金と開拓地とでは距離的に， また海抜高より見て多少のへだ
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たりがあるが大きな差はないと思はれる。

第 1表をみると， 最低気温は 1月下句のー100Cで 3月ころより順次上昇し最高は

8月中旬で 26.60Cに主り 9月より 11月上句まで逐次下降を辿り， 11月中旬に入り急降

し 12月更に下降の経過を示す。

日照時数は 3月より 10月までの月平均は 150.4で，特に冬季聞の日照時数の少ないの

は季節風により生ずる陰雲によると見られるが，農耕営農に大きい関係はない巳

別に道開発局の樹立した地区開拓計画書によると 5~9 月の農耕期聞における平均気

温は 15.40Cとなっている。

降水年総量は前掲計画書によると 1，501mmを示し今金のデータでは年間平均月降水

量は 108.4mm，最小は 4月の6O.2mm，最多は 9月で152.7mmを示す。春季は少なく盛

夏より秋季にかけ多くなる傾向にある。

開拓地における初霜は 10月上句， 晩霜l土5月中句で無霜日数約 140日で低地帯に比

し約 1 週間の差がある。根雪は大体 12 月下句で積雪量は 1~1.6 m位であるが場所柄所々

に吹きだまりを見る。融雪は 4月下句である。

風向は夏，秋季を通じ南西最も多く，春季はやや南に偏するが冬李は北西に変る。風

速は今金では 12，1月最強 3.5m，最低8月1.7mとなり， 6月より 10月までは平均 1.9m

で弱いが開拓地でははるかに強くなっている。

4. 世曾鱈漕的理境

イ.土地

本開拓地の大半は先に沿革の項で述べた如く，古く殖民区劃により入殖された土地で

あるが， 戦後の緊急開拓としては 21年にあらためて入植を見たのが最初である。

現在， 開拓者総戸数は 56でほぼ満配にちかいが， 土地総面積は 925.3町で元所有は

民有地 819.5町，国有林 105.8町で忘る。

昭和24年道開拓計画課により 671.2町につき， 更に 26年道開発局により 196.7町に

つき地区開拓計画が立てられたが， その外に元国有林57.4町に緊急、開拓として 5戸入植

している。、
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いま両度の地区計画における土地利用区分を示すと第2表の通りである。

防災施設とはほとんど大小の沢沿いに残された土砂行止林のことで，このi対拓地とし

てはその地勢上大きな割合を占めている。 24年度計画の薪炭林のうちには 27.7町採草地

のうちには 8.5町の共同使用のものが含まれているが， これは地区割りの都合よりはちき

出されたような事情があって本来の共同使用の目的にそわぬ位置にあるものがある c

宅地はもちろん全耕地ならびに共同使用地を除いた薪炭林地と採草地とが各開拓者に

配分されている。最初の計画では緊急、入植の分をのぞき， 24年度計画は 46戸， 26年度は

15戸を目標にし，別に緊急開拓の分があり， したがって全戸数としては約66戸が考えら

れたが土地利用の実際より，今のところこれ以上入植させる余地はそうないようである。

全地区は元民有地の大部分を占める信香台と元国有林を主体とする旭台の二分区に分

かれる。信香台とは長野・香川各県の出身者が多いのでそう呼ばれている。

地区計画による 1戸当り経営面積は両度の計画により，また同一年の計画でも地況に

より多少異なるが (9.8町， 10町， 10.3町)大体 10町であり，畑は 6.4-7.3町，採草地0.9

-1.7町，薪炭林地1.4-1.7町，宅地はいずれも 2反となっていたが，現地の実際には大

分大きな個人差がある。

いま配当地の確定している 42戸について見ると， 9町以下9戸， 9-11町 6戸， 11町

以上 17戸となっている。 9町以下のうちには5町， 5.3町など過小なものもあり， 11町以

上のうちには 15町のものも含まれる。 42戸の平均は 9.8町となっている。 また， 可耕地

面積の範囲は 2.9-11.9町と大きな聞きを見せ平均は 6.84町， 附帯地は1.1-7.1町とこれ

また大差あり，平均は 3.49町である。

現在個人の所有地は一団地をなしているが，不合理な共同所有地の変更や再配分をめ

ぐり，幾分の飛地のできることも予想される。

ロ.住民

本開拓地の農家世帯総数は 56戸で総人口 250人(男 128人，女 122人)である o 年度

ごとの入植，離農，定着服況は後Í:r~にゆずり，ここではまず開拓者の出身地別，前職別を

示すと第3表及び第 4表となる。
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出身地

戸数|

第 3表問身地別戸数
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揚

aa官

香川|長野 i宮城

香川県出身が圧倒的に多い。 引揚 4のうち 3戸は樺太， 1戸は満洲である。道内は地

元がほとんどである。

第 4表前 職別戸数

|農 業!日 雇|会社員|土建業|警察官|

戸数 1 491  3 1_ 2 1 1 1 1 I 56 

農業が大部分を占めているが，このうちには農業を前職とするものはもちろん，多少

その経験を有するもの，農業実習所を出所したもの，或は農家の分家入植などその幅はか

なり広い。

次に家族数別世帯は第 5表の通りで， 2人世帯が特別に多く 12を示すほか， 3人から

7人までほぼ同じくらいで大部分を占め， 8人以上及び 1人はごく少ない。

1世帯平均家族数は 4.5人弱である。性別，齢階別人口構成は第 6表の如く 51歳以上

はきわめて少ない。

家族人数 | 世帯数 | 家族人数 世帯数

1 2 6 8 

2 12 7 7 

8 8 8 2 

4 6 9 2 

5 9 計‘ 56 

第 6表 性別，年齢階別人口 (人)

ーか男!女|言lil--l男[女|計
O~ 5 

6~ 1O 

11~15 

16~20 

21~25 

26~30 

31~35 

n
o
'
i
o
o
唱

i

向

4
A
U
n
o

'
A
9
“
t
A
'
A
噌

i

胃

A
t
A

M

叩

川

叩

詔

お

お

却

怨

G
u
r
u
n
a
 

d
鳴

0
0
4
H宮

白
リ

n
o
'
A
n
o
n
o

噌

i
噌

i

唱

i

36~40 

41~45 

46~50 

51~55 

56~60 

白

U
A
M
M
a
a胃

aa宮
内

o
n
u
ρ
0

日

G

噌

i

唱

i

噌

i

噌

i

噌

A

噌

i

6 

8 

合計 122 128 250 



曲

稼働者総数は 131名で，男 69，女 62となっている。

ハ.交逼，逼信，市場など

本開拓地は東瀬棚駅の南方 14km(道路延長)， 若松市街の西南方 6kmの地点にある

が，東瀬棚町，すなわち合併後の北檎山町より若松市街を通じ久遠村を経てさらに江差に

いたる路線は二級国道で幅員も広く 6mあり，補修も行きとどき立派なものでパス， トラ

ック等の重量車の急速運行に何等差支えない。東瀬棚駅と久遠村との聞には函熊パス株式

会社の営業線が設けられ 1日3往復している。東瀬棚駅若松市街聞は約25分を要する。

若松市街より開拓地までは以前は町村道で，多年使用の結果路面もい7こんでいたが，

昭和26年開拓道路として改修されよほど良くなったとのことであるが， 幅 3mで途中小

川峠のごとく急カーブ，急勾配の個所もあり，馬車， トラックの交通は可能ではあるが現

在路面不良の部分もある。現在定期的交通施設はない。

通信については若松市街に郵便局あり，局の集配人が毎日 1回小川小中学校まで郵便

物を運び，さらにこれを通学児童が家庭まで運ぶしくみになっている。若松市街では日刊

新聞は午前中に配達されるが，現地では普通 1日遅れる。現在太櫓村ではラジオ共同放送

施設をなし，若松市街農協事務所内に放送室を設けて地区農村あての放送をしているが，

本開拓地では 28年より各戸が聴取しており，連絡通信に役立つほか娯楽のほとんどない

開拓地にうるおいを与えている。

なお地区漁村に対しては太櫓、村の漁協事務所より放送している。

最寄の市場としては矢張り若松市街をあげねばならない。ここで生産物の販売はもち

ろん，生活物資や生産用諸消耗品が購入される。 若松市街地は戸数 130，人口約600を数

え一応j吉舗もある。北檎山町まで出なければ用の足せぬ場合もあるが，山からの交通の便

もよくないのであまり利用しない。聞協事務所は市街地内の農協事務所と同居している。

教育施設としては地区内町村道沿いに 1校あり，小川小・中学校が併置されている。

現在3学級あり，小学2学級 65名， 中学 1学級27名，計 92名で教官は校長のほか教師

3名である。小学校の開設 1教室の設置はすでに古く明治 44年にさかのぼるが， 他の

2教室は 1は昭和24年道費補助 50%， 残額町村費負担，他は27年に国費組換え， 道費

補助8割を以て建てられた。本校は開拓者の子弟のみならず小川部落のものも共に利用し

ている。なお若松には若松中学及び定時制高校がある。

開拓地内には保健衛生施設は全然ない。若松市街には道立若松診療所あり，医師 1名

が勤務している。最近開拓保健婦 1名が診療所に配置され開拓地内の衛生方面に専念して

いる。開拓者の保健吠態は栄養，住宅などの点で佳良とはいえない。特に成長期にある学

童の病気欠席の多いのはこれに影響されることが大きい。

住宅は一応住宅補助金を受けて出来ているが一般に甚だ粗末で保温衛生上よろしくな
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し、。

開拓地内には小沢や渓流が随所にあり，多く住宅はこれを利用するに便利な場所に設

けられている。水量も豊富で水質も良〈用水に事欠くことはない。井戸を利用している者

もある。高台でも 6-7mで水が出る。

電灯施設はもちろんなく，主として石油ランプに依存している。

一般に文化的社会的施設としては前述のラジ'オ共同聴取施設くらいのものである。日

刊紙を購読するものは開拓者の約 1/3で道新が最も多く，次は函館新報その他である。営

農上の雑誌などほとんど読まれず時に娯楽雑誌などがせいぜいである。

政府資金及び補助金

開拓者中入植時資金を携行したものはごく少なしまた，たとえ持参するもその額は

多からず，殆どが政府資金及び補助金によって生活を支え営農を進めてきた実朕にある。

政府資金は開拓者資金融通法により貸出さるるもので，一般営農(現金支給)，農機具，

家畜導入，土壌改良資材の 4種に区分されるが， これらの各種資金の説明は前報告義に記

載してあるので，ここには現在までに本開拓地に支出された政府資金を総括して示すと第

7表の如くである。

第 7表借入政府資金 (円)

一戸J22年!お年 I2伴|お年|初年 I27年I28年同|合計

総額 639万円となり，仮に現在入植者 56戸を対象とすると 1戸当り約 11.4万円とな

る。

本資金の償還は一般営農は 27年度より，農機具は 28年度よりなされている。一覧的

に見れば第8表の通りである。

第 8表政府 資 金 償 還

年度 I 27年 I 28年 | 桝 | 立i

金額(円糊 i沼田3 103，6]2 1拡 1ω

者加納瓦金・小関隆成: 開拓地農家経営における農林提携に関する実蟻調査 (1)禰栄開拓地について.

北犬農学部演習林報告， Vol. 17. No. 1， 1954. 
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補助金は開墾補助金と住宅補助金の 2を含み， i;目墾補助金は原則的には開墾開始の年

から 5カ年を限って現金で支給される。 1荊墾補助金及び住宅補助金は第 9表及び第 10表

の通り総括される。

22 
23 

24 

25 

26 

年度|昭和23 1 

棟 数

主F 数

金額(円)

ホ. 開拓建設工事

補助金額

(円)

249，874 

161，ωo 

346，943 

724，080 

24 

第 9表開墾 補助金

該当面積 11 年度|補助金額

(町 1I (年) I 円)

13.52 z7 923，799 

10.19 28 2，102，290 

Z7.26 29 871.125 

21.55 

68.91 言汁 5，380，101 

第 10表 住宅補助金

25 26 z7 28 

1 9 

16 95 101 i 142 

50，000 540，000 805，000 I 660，000 

該当面積

(町)

53.79 

72.43 

23.62 

291.27 

29 計ー

155 I 785 

1，760，000 I 5，003，000 

開拓建設工事としては，若松市街より開拓地に通ずる町村道を開拓道路として改修せ

るほかは，地区内における農道建設がその大部分である。いま，農道建設総括を示すと第

11表の通りである a

第 11表農道建設

年度 |昭和221 23 24 i 25 I 26 I 27 1 28 1 29 計

1.8171 1.4951 2.368: 3.8401 1.1701 6.1521 6.1ぉI (え~~~)I 1~，叩3)延長 (m)1 1.8171 1刈51 2，3同 8鮒 1，1701 6，1521 6.1381 ¥1:070'j 24:050 
金 額 (阿阿円問) 1 削∞ 4側却抑，3叫5日41 5ω臥抑附，33お叫3路珂叩3司|山1慨附s刊釘m側仏ω0叫0ω0刊1門内3，制，ユ120却川5ω蜘

備考 2担2'年半は代行弓事手業F所斤， 2お8年， 2剖4年は村直営， 2お:5L年平以降は閲協施行。

( )は砂利しき。

農道のほか建設工事として 23年に火薬抜根 11.57町， 156，589円， 25年に暗渠5町，

173，000円が実施されている。 火薬抜根は大径根株のあった元国有林の一部に限り行われ

たものである。

本開拓地内には多くの沢沿いに急、傾斜地が児られ，土砂行止など土地保全上の考慮が

甚だ必要で‘あるが，現在林相をなす森林地'rfrが残存されているので，これが手入改苦・など



“ 
管理上の措置により目的を達せられ特別の施設を要しなかった。また地形め割れてる関係

から幹線的防風林の必要はない。

II. 開拓地の醤農概況

1. 太櫓村の農業展望

小川開拓地の属する太櫓村は渡島半島の西北方に位し，南は久遠郡と峯界をなし，北

部は東瀬棚町に，東部は今金町と境を接し，西は日本海に面している。東西 22.4km，南

北 23.5kmに拡がり面積 222，252km~ である。地勢は大体波H犬性丘陵が多く，南方に向い

やや高度を増し低山地帯を形成し.太櫓本流は太櫓岳山地帯より出でほぼ西北流し，村の

北部にいたり西流し日本海に注ぐ。その流域はほぼ平坦地をなす。太櫓の分流の小川は小

川区劃地の正陵地帯より発して西北流し， 海岸より約1.5里の地点で太櫓本流に注いでい

る。農耕地はほとんど太櫓の本流ならびに分流に沿うた平-坦地やこれに接続する丘陵地帯

にある

太櫓村の開基は明治 6年で，開拓使の出張所が設けられた。海岸地帯だったので比較

的早く移住を見た。 初めは船着場とし魚、獲に重きを置かれた。 明治 25年には東北地方よ

り漁民の来住するもの多く戸数250に達した。年を逐うて奥地の開発に移り， 明治 35年

には若松に小学校が新築され， 36年に森林看守駐在所も設置された。

39年に太櫓・古櫓多・良瑠石・鵜泊の四村を合して一村となり，二級町村制が施行

された。小川区劃地は 39，41両年に設置され，大正の初めに戸数すでに 70余となったが

その後経営思わしからず，離農者続出し多くの土地が荒廃に委せられたことは既に沿革の

項で述べTこ。

近年においては漁獲の激減に伴なう漁業の不振により農業の充実進展に目擦を置き換

え，戦後の緊急開拓にも大きい関心を示し， すでに入植地区数 8，入植者世帯数 137で買

収地総面積 2，460町に上った。更に昨 29年度には農林省の新農村建設計画村に指定され

諸般の予備調査を完了した。

昭和 28年度現在総人口 4，802人， 総戸数825で， このうち農業戸数は 396で全体の

48%，水産業は 191，23%で他の生産業は極めて僅かである。また，産業別の生産額を見

ても総額約2億 6千万円のうち，農業は 1億 4百万円 40%，水産業 5千万円， 19%，林

業 2千7百万円， 10%，高産業 2千3百万円， 9%となり，一口にいえば半農半漁村であ

るが畜産を含めて農業のヲエイトが非常に大きいことがわかる。なお，股業戸数中開拓農

家はその 1/3強を占めて大きい。

次に， 太櫓村の土地利用現況(新農村建設計画資料， 29.4.1)を見るに総面積 22，410
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町，中山林は 17，700町， 78.9%と圧倒的に多く，その 8割を国有林が占め，農業用地は田

畑に附帯地を合しても 2，280町， 10.2%を占むるにすぎない。

更に，農家を経営規模別に示すと第 12表の如くである。

第四表 経営規模別農家戸数(北海道市町村勢要資昭和 29年版)

第 12表によると専業， 第一種兼業と

もに 5-10町， 3-5町規模のもの最も多く

次いで専業では上掲規模を中心にして2-3

町， 10-20 町が多い iJ~， 第一種兼業では 2

-3町のもの多く 5反-1.5町のものも比較

的多い。いいかえると，専業ではある経営

面積に農家が集中されるが第一種兼業では

いく分大きい範囲に撒布している。 1戸当

り平均耕作面積は専業は 5.6町， 第一種兼

業は 4町である。

太櫓村を農業地域的に見るに，渡島檎

山北部後志南部沿海地帯の瀬棚地区(北海

道農業地域概要，第 2篇，昭和 25年)に属

し，土地の肥婿は地形により異なり，一般

に平坦地帝は地味良好で水田に利用されて

いるところが多く，波朕性丘陵地帯と丘陵

並びに段丘両地帯は地味不良か癖薄のとこ

ろが多く，概して畑田兼営の穀寂経営，ま

たは畑専営の混同経官を行うに適している。

次に作付面積と反当収量を示すと第

13表の如くである。

作付総面積は 943町で，そのうち最も

第四表作付面積及び反当政量

作物名

水稲

陸稲

大麦

草案 麦

小麦

ライ麦

燕麦

そば

いなきび

その他毅萩類

犬 I未成熟のもの

豆 i乾燥種実

小豆

腕 f未成熟のもの

豆 l乾燥種実

その他豆類

馬鈴薯

甜菜

琵 f種子 11
麻}茎 If 
はつか

除虫菊

言十

(昭和27年間

作付面積 l 反 4t 

203.3町

0.6 

0.7 

0.2 

7.3 

0.1 

71.9 

25.9 

6.9 

117.8 

0.8 

204.3 

112.7 

0.1 

15.6 

131.9 

5.5 

37.8 

943.4 

1.683合

1，∞o 
1，429 

1.∞0 

1.329 

1.000 

1.750 

1，015 

1，246 

2，018 

90〆

1.∞0合

1，αm 
400〆

1.263合

4佃〆

4，300斤

40 

36〆
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大きいのは大豆と水稲の 200町歩余，次いで馬鈴薯・小豆・麦類・ソパなどを除いた穀寂

類が 110--130町，麦類は燕麦が 72町でそのほかは全然無いといってよい。特用作物は亜

麻が 38町でいく分まとまっている。 要するに平坦温暖地の水稲を除いては大豆・小豆と

馬鈴薯に作付が集中されている。

作物の反当り収量は，水稲は 4俵余であまり多くないが，燕麦は比較的多く，馬鈴

薯・大豆・小豆は普通である。主要作物を通じ大正末期に比するとその収量は減少の傾向

が認められる(新農村建設計画資料中食糧事務所統計資料より推論L

家吾飼養については後に述べる如く，総農家 1戸当り頭数は馬1.24，牛は1.04となっ

ているが，農家総数に対する飼養農家の比率の点では不充分で，結局現在牛・馬を飼養し

ていない農家も相当あるので，これは本地域が地味概して悪しく，肥培管理の点からも，

また乳牛飼育による営農の多角化ないし現金収入増加の点からも是非留意せねばならなぬ

問題である。

小川開拓地に隣接する小川部落は，小川に沿える平坦な耕地とこれに連なる丘陵地帯

を占めるが，この部落の発生は極めて古く明治の中期にさかのぼり，太櫓村の最初の専業

農家を出 Lたといわるるも耕地面積ーなど不明である。 現在 22戸を有し， 全戸第一種兼業

農家で僅少の水田を有し，畑は 1戸平均 2.4町で牛・馬各 1頭を有し，主要作物は太櫓全

村と同様大豆・小豆・馬鈴薯で，ほかに稗・トヲモロコν・デントコーシ・牧草などを栽

培し，なお多少亜麻などを耕作している。農地のほかに 1戸当り平均 6.5町の林地を有し

ている。主なる収入は製炭や冬季の造材による。耕地も飼養家畜も少なく営農扶況は概し

て中庸でゐる。

2. 入植と開墾

本開拓地は昭和 21年 7戸の入植をもって出発し， その後年を逐うて数を増し， 特に

24年には香川県より 30戸の集団的入植を含め， 36戸.の入植者があったが，一方離農者も

相つぎ，特に 24年， 25年は 10戸， 13戸と著しかった。いま年度別に入植，離農，定着

戸数を示すと第 14表の如くである。

第14衰 年度別入植・離農・定着戸数

年度|入植|離農 1 定着 11 年度 入植 離農 定着

7 27 8 47 

17 28 5 1 51 

17 29 8 4 55 

43 30 2 1 (死亡) 56 
31 

39 五1 92 36 56 
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離農者は今日ま.で合計 36を数え，総入植者 92に対し 4割弱で甚だ不良であるが，離

農の理由は家庭の不幸など11:むを得ぬものは約 1割 5分に過ぎず，大半は営農意欲の欠如

入植者の選定詮衡など入植までの過程における処置に間然するとによるものと考えられ，

ころが無かったとはいえないようである。

なお，本地区の離農者は太櫓村全開拓地の離農者総数の約 3/4を占め，他地区に比し

格段の相異が見られる。太櫓村全開拓者は現在 137である (30.2. 1現在は 134戸)。

更に出身地別に定着服況を示せば第 15表の如くである。

出身地測定者状況第15表

着定

24 

7(死亡 1)

沼

8

8

4

9

農離植

1

5

8

 

F
O

噌

i

入地

香川

長野

宮城

海外ヲl揚

道内

身出

1 

4 

5 

13 

56 36 92 言¥.

香川，長野は定差率は同じくらいで最も良くない。宮城は数も少ないが入植もごく新

しくまだ離農したものはない。

以上の如く本開拓地としては入植者の異動はかなりにはげしいものがあり，従って新

入植者のうちには新しい土地を割当られたものもあり，或は離農者のあとを引きついだも

のもあり，内容的にはさまざまであるが， 29年度末まで総開墾面積は開墾補助金の対照、と

30年 2月1日調査の開拓地営農実績調査表によると総面積 213なった 291町にくらべ，

この調査表による年度別嗣墾進度は第 16表の如くであ町で可成り大きい聞きがあるが，

る。

度

年度 I22 I 23 I 24 お I26 27 I 28 I 29 計

開暫積[ωI102 I揃 I194 I胸げ79 I 243 I 270 I 2，125 

進墾開第 16表

開墾済み面積は前掲調査表の耕地総面積 3，652反(地区計の数字と異なる)の 58%に

入植年度の浅いものもあるが進度は1戸平均耕地面積 6.5町に対し 3.8町となり，当り，

太櫓村全開拓地についてみると全耕地面積 790.6町に対し，開

墾済み面積は 547.8町で進捗率 69%余となり， 1戸平均では 5;9町に対し 4町余となり，

概してはかばかしくないふ
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本地区は他の地区より大分おくれていることがわかる。 ζ れは開拓地の立地的関係や役畜

使用のおくれたことや入植者の異動のはげしかったことなどに影響ーされている。

3. 耕作，嘗農抵況， その他

本開拓地の地区開拓計画は前に述べた如く 24，26年両度にわたり樹立されているが，

この計画における営農形態としては酪農を主とし大豆・小豆・馬鈴薯などを配した混同農

業が採られている。 しカミして， 実際の入植はその数年前に行われていたのであって，村当

局としては将来の行き方についての方針はあっても， これを充分具現する段階までには進

ませ得ない実吠にあった。

当初の入植より既に約 10年を経た今日までに蓄積された生産手段を見るに農機具台

数は第 17表の如くである。

稽

.... 
口

実

数
1 5lτ日:1i両iiJl28 
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21 (14) 55 (4的

所有農機具数を本開拓地と太櫓村全開拓地(入植者総数 134戸)につき見るに， それ

ぞれ入植戸数にほぼ比例し本開拓地はいく分劣る程度であるが， その台数は概して少ない

といわねばならない。次に飼養家畜数を見ると第 18表の如くである。

第四表 家 著手 飼 養 数

一竺-竺」竺一千上一/JX 1f 

細

山

備考

鶏

兎

牛にーっき道有貸付は 17頭，
うち返納済み7頭

2 

360 部

村有貸付 8蹟， また道有貸付の

役畜でふる馬は仔畜を合せてもまだ 42頭で 1戸当り 0.75頭にすぎない。 本地区の主

なる営農目標とされている酪農形態の主役を演ずる牛は総数 40頭であるが，成牛は 21頭
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で 1 戸当り 0.4頭に満たない。成!~二中 8 月 1 日現在搾乳牛は 12 頭を数えずこ。なお 28 年 10

月公表された開拓地現況調査によると入植者51戸，飼養牛は18頭を示し，これに比する

とこの1-2年聞に比較的急速に増加の傾向を示し，乳牛飼養面はやや軌道に乗ってきた

と認められ，今後のやり方如何によって一層増殖の速度を増しうると考・えられる。前記調

査では}誌は28頭を示し， 牛にくらべその増加速度は大きくない。 めん羊は18が 45頭と

大幅に増している。全家畜飼養につき太櫓村全開拓地を対照とすると本地区は矢張り幾分

低位にあることが概論される(後述)。

堆肥舎は僅か 4ににずぎず，サイロは 1基もなく乳牛をはじめ飼養家畜の増加に平行

して飼畜効果を期する上の考慮なり施設が不充分と見られる。

家畜飼養による厩堆肥の生産:は29年度において厩肥126，000貫，堆肥5，600貫であ

る。 また， 同年度の肥料購入量は硫安4，170貫，過燐酸石灰 11，461貫，炭カル78トシと

なっ℃いる。過燐酸石灰の使用量がやや目立つくらいである。本商拓地土壌が火山灰性で

あり，多年使用の結果燐酸分欠乏に対処しているものと思われる。

生産手段である農機具の所有朕況と家畜飼養の現況などは大体上に知ることができた

が耕作の現肢はどうか。 いま， 30年度における作物別作付面積を示すと第19表の如くで

ある。この表は入植者54戸についてである。

L242l:lt2iすi:111;5I21F25

一正午iii!?l21tl云lt513HtTムム.1

作付総面積は166.3町で開墾面積212.5町に対し7.9 第20表作付面積測戸数

割弱に当り，補助金に対照の開墾面積291町をとれば甚 ! 
作付面積(反) I 戸 数

だ小さく 5.7割強となる。個人別の作付面積は入植年度， ー 10 -20 5 
稼働者数，配当面積，その他の差異により非常に大きな 20 -30 15 
開きを示し，最大は7.2町，最小は1.0町にすぎないが 30 -40 25 
1戸平均は3.08町となる。次に作付面積の大きさにより

40 -50 7 
50以上 2 

戸数を分類すると第20表の如くなる。

すなわち，作付面積は3-4a1rが一番多く約半数を
言十 54 
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占め，ついで 2-3町となり， 2町以下や 5町以上はわずかである。

作物別に見ると，作付面積の最も大きいのは大豆で，全体の 1β 強を占め，ついでデ

ントコン・クロパ{・馬鈴薯・稗の順となるが， 飼料用作物を合計すると 58町余となり

全体作付面積の 1β 強を占める。この中には，もちろん緑肥的の意味を兼ねたものも含ま

れている。大豆をはじめ，小豆・菜豆と豆類合計は 48町，馬鈴薯は 15町で共に本開拓地

の主要作物となっている。亜麻・菜種など特用工芸作物は合せて 6町余で，作付世帯数は

それぞれ 22，17戸でこの換金作物があまり一般に取り上げられていないことが知られる。

馬鈴薯は各戸が作付し，ついで大豆・とうきび・稗・デシトゴ{シ・クロパー・菜立・小

豆・えんばくは全戸の 9-7割が作っている。水稲は 3戸6反に過ぎず， 試作の域を脱し

ないが本地区としては立地上多くを望み得ない。

本開拓地の生産力，換言すれば作物の反当り収穫量については適確な資料を入手し得

ないが(農家の個別経済調査によるデ{タは後述する)，本地はすでに前に述べたように，

一部国有林であった地帯は入植により新たに開墾作付けされたのであるが，大部分をなす

民有地の分は 20-30年も前に耕作され， その後放棄されて荒廃に委せられた面積がかな

り広く，そのため概して地味F寄せ，一方入植後厩堆肥や購入金肥の使用量も少なく，従っ

て土地の改良や肥培管理も未だ充分でなく，特に昨年度の低温の影響は作物によっては非

常に大きかったと思われる。すなわち，大豆・小豆等の豆類・稗・きび・蕎麦等は収穫ほ

とんど皆無に近かった。 次に昨年度の作物別収穫量を一応参考のため示すと第21表の如

くである。

第21表 作物別牧穫量

J口氏ljlJl1j1lブト?
作物名 [南瓜 i 菜種 I~; よょ1JTFJ1;礼

J31lちト :l+l引51;
なお， 太櫓村全般として 28年の冷害による主要作物の被害率は平年作を 100とし，

燕麦 84.6，大豆 65.9，馬鈴薯 91，とうもろこし 63，亜麻 89.3，水稲田.9となっている。

更に参考のため，昨年秋季収穫時に太櫓開協にて買入れた農産物価格を示すと第 22

表の如く，これは一般市価に比し 1-2割増となっていた。
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第沼表 農産物価格 (29年秋季，開協買上)

則等 よヤ;4111!??lt1;人三 1片手
720 620 4407雨戸…バ-1一一一

作物

価格(円)

作物

回

目" 等

価 格 l円)

次に，共済保険加入状況を見るに 30.2.1現在，作物は麦類 4反， 4戸にすぎず甚だ

低調であるが， 家畜は 70頭に上り一応この種保険の必要性を認識してきたことがわかる p

太櫓村の全開拓地では麦類は 13反， 9戸，‘家畜 166頭，ほかに建物 16戸となっている。

農家経営の内容や家計のJI)e況は後述の農家経済調査にゆずるが，本年2月の営農実績

調査により農業所得が家計をどの程度賄っているがを戸数別に見ると， 100%は5日 (27)，

100-70%は30戸 (55)， 70-50%は 10戸 (38)，50%未満は 11戸(14)となっていた。( ) 

は太櫓全開拓地の分である。農業所得で家計費を全部賄い得るのはわずかに 9%にすぎな

く，家計費の半ばを賄いえないものが約 1β もあり，賃労働やその他の農業外の収入に依

存せねば絶対に生計を立てえない世帯が多いことがわかる。太櫓全開拓地では農業所得の

みで家計しうるものは 2割弱と増えており，また家計費の半を賄いえないものは小川開拓

地の該当数を除くと 3戸で非常にわずかになるが，それにしても農外収入えの依存世帯は

相当に多い。

最後に 30.3. 31現在聞協扱いの貯金や各種貸付金の残高を参考のために示すと第 23

表の如くである。

第お表 貯金，貸付金一賢(昭 30.3. 31) 

| 総金額 I "L "'.. I 1件平均金額| 個人別範岡種別残高 |幅 制|件数 ..L11 I ~""-..f:.:ur;;.lJ~ 

円(円円)

1l'T一一 929，427 “ |山田 η::
貸付金 1，298，648 24 54，110 {最高肌回1

最低 12，500 
冷害資金貸付金 3，305，000 54 61，204 

多いものは
営農振興資金 712，8ω ! 日 13，200 I 50，0仰 -20，000
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4. 畜産関係

家畜の飼養数については先に述べた如く，役畜である馬は成畜 30，仔畜 12，計 42頭

で入植者総数 56戸につき 1戸当り 0.75頭にすぎない。飼養総戸数は 36戸であるから入

植者の 6.4割強が飼育しているが 3.6割弱の農家はまだ保有するに至らない。 なお， 保有

農家 1戸当りは1.2頭弱となり 2頭保有者は5戸となっている。

次に乳牛はどうか。成牛 21，仔牛 19頭，計40頭で，総農家につき，馬よりやや少な

く1戸当り 0.7頭強である a 在日j養総戸数 32戸であるから総農家の 5.7割強が飼養してるわ

けで，馬より比率が少ない。飼養戸数について見ると 1戸当り1.25頭となり馬とほとん

ど同じであるが， 4頭飼養者 1，2頭保有のものが 5戸ある。

小家畜である緬羊は総数 45頭で 1戸当り 0.8頭強となるが， 飼養戸数 29で全農家の

半数あまりが所有しているだけで所有農家としては 1戸当り1.5頭強となる。

次に参考までに太櫓全村についての家音飼養吠況と合せて小川閥拓地の分を示すと第

24表の如くである。 これによると飼養農家 1戸当り飼養頭数ならびに総農家 1戸当り飼

養数において，小川開拓地は太櫓全村に対しまだまだ大きな開きを見せている。農家総数

に対する飼養農家比率では太櫓村が15において幾分の優位を占めているほか，両者ほとん

[心両lLL

詮 本 表は第2種粂業農家を含まず。
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ど同じくらいであるが，これは小川開拓地が成績が良いという意味ではなく太櫓村の方が

甚だ不振であると考えるべき，である。

地区開拓計画における家畜飼養の一応の目標は馬 1，牛 2，緬羊 2-3となっている

が，この!馬なり牛なりは成畜を意味するものと解するから，馬に Lても目標までにはなか

なかの距りがあり，本開拓の営農形態が酪農に重きを置いている点から乳牛の飼育も前途

なお速いと考えられるが， 最近 1-2年における増加傾向はどうやら軌道にのりかけてき

たとの感をいだかせる。本年8月1日現在搾乳牛は 12頭を数えた。なお，昨 29年度 (4

Jiから本年3月まで)における聞協扱いの生乳代は85.7万円となり，月平均7:15万円とな

るが最高は7月の 12.9万円， 最低は3月の 2.24万円となっていた。 更に昨年度開協で扱

った牛乳，木炭，雑穀その他，馬鈴薯の代金合計は約 129.5万円であるから，牛乳代金が

全体の 66%に当り重要な位置を占めている。

開拓地内には畜産関係施設は一つもない。雪印乳業の集乳所は若松市街にあり，生産

乳は各生産者が地区内の要所に搬出し置き，運搬責任者がこれをまとめて工場ーまで搬致す

る。

牛馬の種付は若松にある太櫓農協で行う。種牛馬は生産連より借用している。また人

工授精は雪印乳業にて取扱っている。太櫓村には現在獣医 2あり 1は太櫓農業共済組合

家畜診療所勤務兼太櫓村嘱託で若松に駐屯し，他は雪印乳業社勤務で太檎村に駐在してい

る。

本年2月1日調査の営農実績によると， 29年度の仔畜生産頭数は馬 4，牛 3，乳牛 5，

緬羊7を示し，畜産物生産量は牛乳 2，120斗，羊毛 30貫，けい卵34，560個に上った。

厩堆費生産量は合せて 131，600貫を示したが，前述の如く堆肥舎は僅かに 4にすぎず，

尿溜などの施設皆無であるから利用すべき肥料の質量の損粍はかなり大きいと見なければ

ならない。

現在サイロを有する農家は 1戸もないが，今年は直径9尺高さ 18尺のコシクリート

製 1基が予算8万円の融資を受け建設される見込である。太櫓村管内の他地区開拓地では

昨年トレンチサイロを設けたものもあるが本地区にはまだ見ない。

5. 林業闘係

本開拓地における開拓ないし営農と森林ないし林業との関連性はいろいろの観点から

論ずることができると忠弘先に沿革その他の項?で述べた如く，本開拓地の一部は入植前

まで国有林に属し林相をなしていたこと，他の大部分は民有林地で，すでに久しい以前に

区劃入植により開墾営農せられ，これが営農不振のため放棄せられて荒廃に委し，或は二

次林の自然成立を見るとか，或はカラマツの人工造林地に利用されていたこと，更に本地
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区はその地勢の関係上，大小十数箇所の沢沿いの急傾斜地には，土地保全上絶対的に土砂

行止林を存置せしめねばならぬことや，これまた地勢その他営農上の必要より比較的大き

い面積を附帯地として薪炭林や採草放牧林野に割り当てたことや，本地区がほとんど大部

分国有林に固まれているなどの諸条件が，必然的に農林の関連性をもたらし或は将来にお

ける関連性を持つべく運命づけていると見られる。

次に，上述の諸点をいろいろ考察して見たい。

第一に土砂汗止林について見るに，全開拓地面積 925町のうち地区計画の樹立された

面積 868町中でも 189町あり，これに緊急入植地の分をも考えると約 200町，全面積の 2

割以上が防災施設として，沢沿の急斜地に残存させられているわけであるが，これらは耕

地はもとより広く土地保全の見地より常に林相の維持に努めねばならない。これらの土砂

拝I上林は開拓財産で国の所有であるが，一括して道で管理している。現在大部分り相当の

林木蓄積を有しているが，中には林木の疎生して今後の管理を待って充分その使命を果さ

せねばならぬものもある。この土砂行Jr.林は森林法上の保安林ではないがこれに準ずるも

のであり，所属換えをされた場合，その林相の維持のなされる範囲で手入的伐採によって

林木の利用を期待し得るけれど，これは飽くまで慎重にし充分な林業技術管理の確立され

ない聞は，むしろ，これをしない方が安全である。

本開拓地ではその地勢の関係上幹線的防風林設置の必要は認められてないが，個別的

にその地区に応じてこれを設け農業収穫の増産を期することは必要であり，各自の配当面

積もこれを加味して行われ，これは同時に一部薪材の給源としても役立ちうるわけである

が，目下のところ開墾耕作に追われがちで防風林設置にまで手をのばしえない実朕にあ

る。入植者の人工造林は， 29年度 4戸， 3町 1反， 30年度 6戸， 4.65町で樹種はカラマツ

である。一般的に造林はその緒についたとまでもいえぬ現肢である。

本地区では薪炭林地としては，地区計では1戸雪り 1.4-1.7町，全体では 109町(そ

のほか緊急開拓地の分も加わる)となり，更に共同使用さるるものが 27.7町もあり，結局

全部で 150町歩， 全地区面積の1.6割以上を占むることになり， これを充分活用すると否

とは営農全般にわたり影響することが少なくない。しかし，薪炭林地の現況は，ほとんど

林木を欠くか，雑木の疎林地が大部分で，将来各自使用薪炭材の約半分をこれに期待しよ

うとする町の方針は今後新植，補植或は手入に万全を期さねばかなり困難であると思われ

る。開墾直後あるいは目下開墾進行中の現在では残存根株や枝条末木類があるので，ここ

4-5年は薪炭給源に因oことはない。

現在 19基の炭窯を保有しているが， 以前にはこれより多くあったようである。 多い

もので年に 10凶前後製炭し， 1回に 13-14俵 (8貫)生産する。昨年度の木炭生産高は

4，000貫といわれるが(窯数に比し少し、)聞協支払金額は 196，∞0円である。 これは雑穀そ
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の他の販売代金より 4万円も多い。原木や!製炭技術の点、から炭質は上等でなく，昨年は俵

平均約380円だった。製炭資材としては配当地内林木のほか，国有林からの払下材を使用

しているものもある。

本開拓地の一部は元国有林であり， 1ha 当り 50-60m~ の蓄積をもっていたが，これ

らの林木は開拓者保穫の見地から，入植開墾に伴い入植者に売払われ，自家用薪材として

或は前述の如く製炭用に使用され，一部は今後短期間継続される。

現在本地区はその大部分が国有林にかこまれており，国有林においては研伐が実行さ

れているので，開拓者が農閑を利用して冬季遣材業務に従事し，賃収入を上げ得ることが

一応考えられるが，実際は一般的にそれほど大きい関連がない。これは入植者の大部分が

本土諸県の出身者で本道の冬季の気候に思1¥れず，ま fこ A 方造材の経験を有するもの少なく，

従って作業能率も上らないばかりでなく災害をひき起す危険も多分にあるので，使用者た

る営林署側で傷害補償などの関係もあり，これらの労務者をあまり歓迎しない傾向にあり，

冬山造材に従事するものは大体2割程度と見られ地元出身者が主体をなしている。冷害年

には現金収入増をはかるため，この極賃労働のふえることも当然考えられる。太櫓経営区

では現在は伐採業務のみで，これは今後数年間続行されその後は造林業務に移行するが，

新補植やその後の手入れには当然地元の労力を要求することになり，従ってこの方面の賃

労働の機会が恵まれることが予想される。

もと区劃入植されていた民有地は植民者の離農後多数の地主の手に移り，或はカラマ

ツ植栽林となり，或は放置せられて広葉樹二次林を形成し，~は荒廃して原野)伏態を跨l出

していたが，一応山林となっていたものは開拓財産として買収されたもののほか地主自ら

収去したが比較的大径のカラマツ造林木や二次林木の造材に際し，開拓者はこれが労働に

従事し賃収入を得て家計をうるおし，或は比較的廉価に木材を入手して住宅や畜含の建築

に使用し薪炭用に供するなど，地元に本材の存在することにより多大の利便恩恵を得た。

IlI. 太櫓村開拓農業協同組合

本組合は昭和 24年 3月設立された出資組合で， 当初は太櫓村一円を区域としたが，

今春太櫓村が東瀬棚町と合併後は北檎山町のうち大字太櫓村，大字良瑠石村を区域とする

ことに改められた。しかし，実質的にはほとんど変りがない。

この組合の主たる事務所は北檎山町大字太櫓村字若松に置かれ太櫓村一般農協と同居

している。本組合の関係開拓地区としては小川をはじめ，山越・姥沼・栄石・雲内・二股

濁川・務岱・その他を含むが小川地区が一系大きい。すなわち，開拓地総戸数 137のうち

小川地区は 56戸を占め，そのほかは絡岱33戸，雲内 18戸で他地区はきわめて小さい。

開協の下部組織として各地区の班の下に推進体がある。小川地区は 7つの推進体に分
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れ，各 5-10の体員からなる。主として営農，生活の指導改善などにつき聞協と開拓者と

の連絡の役目をする。

組合員は出資 1口以上を持たねばならないが 200口をこえることができないJ 出資 1

口の金額は 500円で全額一時払となっている。現在出資額は口数 3，481， 金額 174万500

円で，小川地区については 1，137口， 56万8，500円で個人別では最高 2.7万円，最低6千

円となっているが， 地区別の世帯数の比率からみると小川地区の出資総額は比較的少な

い。すなわち，総組合員 1人当り平均額は1.27万円で地区によっては2万円以上のとこ

ろもあるが小川は 1万 1ω 円で平均に及ばない。

本組合では昭和 26年5月に公布された農業協同組合財務処理基準金にもとずき本年

度出資増口計画を立てており，その内容は販売代金の 6/100，金額 108万円を積立てるほ

か，組合員特別出資額 1人当り 3千円，総計 39.6万円，外に新規加入者 1人当り 3千円，

金額3万円，合計 150.6万円を増資するもので，総会において組合員の協賛をえている。

本年度組合員に対する賦課金の賦課率は，組合員割は 1組合員につき 500円，家畜頭

数割は牛・馬 (2歳以上)1頭につき 100円， 緬羊・山羊・豚各 1頭につき 30円である。

また，耕作反別割は田畑 1反歩につき 5円，特別賦課金は開墾補助金の 10%，住宅補助金

の5%となっている。

本組合の主なる事業としては組合員の事業及び生活資金の貸付や組合員の普通貯金や

定期積金の受入などの信用事務，組合員の農業経営や生活に必要な物資供給の購買事業，

組合員の生産する物資の運搬，加工，貯蔵または販売に関する事業や共同利用事業施設の

設置，そのほか開拓地の諸工事，諸施設の計画及び実施その他であるが，特に一般農協と

連絡提携を密にし積極的な協力を得て堅実に経営を行っており，事業も農協と共通するも

のは避ける方針で進んでいる。

現在本組合の産業施設としては農業倉庫 1棟 43坪(昨年度建設)，澱粉工場(機械器具

類一式を含む)1棟 58坪のほか， 今年 7月には長期資金により 5トシの貨物自動車 1台

135万円を購入している。 従前貨物自動車は一般農協所有のもの(大 3，小 1)を共同利用

していた。これからは自己所有車により有利に円滑な生産物の集荷なり系統機関への出荷

も確立されるわけである。

購買事業については，現在開拓者信用保証協会からの借入れと昨年度の冷害資金など

により再生産資材のみに限定されているが，資金の運営計画と相まって日常生活物資の購

買をも行わんとの意図をもっている。昨年度の購買総価額は約659万円となり，このうち

無機質を主とする肥料代が 300万円をこえ，そのほかは農薬類 64万円，農機具 48万円，

その他いろいろの生産資材が含まれている。なお，昨年度の売却額は約 500万円である。

販売事業の成績の良否は組合運営の成果を左右する重要な因子でゐり，共販態勢の強化
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は特に組合の念願するところであるが昨，一昨両年にわたり冷風害の影響を受けその取

扱数量も少量である。 昨年度の買取額は 380万円， 売却額は 123万円で， 年度末残高は

256万円を示した。 買取額のうち木材が特に大きく 264万円を占めている。昨年度小川地

区における販売代金(手取額)は木炭代 19.6万円，雑穀ほか 15.5万円，馬鈴薯2.19万円で

ある。

販売歩合金は販売代金の 3%であるが，今年度は増資のため別に販売代金の 6%を積

立金として，年度末において出資金にくり入れることになっている。

加工製造事業としては澱粉製造のみである。 これも昨年の取扱量は馬鈴薯 6，251俵，

金額 186万円にすぎないが，組合では馬鈴薯の作付計画の完全実施により組合において運

営をなし，組合員の生産増強と相まち自給自足経営の万全を期そうとしている。

次に昨年度組合で実施した建設事業の要点を一覧的に示すと第 25表の如くである。な

お昨年までは小川地区が建設事業の主体をなしたが，今年は著しく減少している。

第 25表 建設事業一覧表(昭和29年)

事業種 対象数量 金額(円) 摘 要
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本年度組合において請負施行する各種開拓事業の 20/100は開拓事業特別負担金とし

て徴収することになっている。

指導事業活動は目下必ずしも活穫でないが，太櫓村開拓営農促進協議会結成への積極

的参加と，特に各班ごとの推進体の活動による営農強化計画の樹立を期し，前者は年2回

協議会を開き聞協全般にわたる営農促進方法を議し，後者は年 4回懇談会をもよおし，開

墾，耕種，家畜導入，自給肥料の増産，牧草地や耕地の改良，生産物の有利な処置など具

体的な実行方法を相談する。現在町の開拓営農指導員 1名若松に駐在し実地指導に当って

いる。

また，聞協では各種共励会への開拓者の参加を促しているが，これは各種作物の耕作

などにつき，会参加者の総合成績を審査して優秀者を表彰し，営農成績の向上をはかろう

とするもので，小川地区でも 27年， 28年と数名参加し表彰されたものもある。 なお展示
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圃の設置もすすめているが小川地区にはまだ見られない。

信用事業は流通事業の主流をなすので，その資金の廻転に特に重きを置き，固定貸付

金の回収に努めるとともに，新規貸付金については掛売とともに確実な裏付貸付をなし，

貯金の充実を期している。 本年度の 1組合員に対する貸付金の最高限度は 10万円となっ

ている。

次に 29年度における貸借対照関係をみるに，負債，資産ともに約5，353万 8千円で，

負債中一番大きいのは勿論各種開拓事業負債の 3，428万9千円，ついで信用事業負債の

1，248万2千円で， そのうち貯金 774万円， 借入金 474万円である。 経済事業負債は約

512万円で購買品や販売品の買掛金が合計 309万円で主体をなし， 残りは借入金や仮受金

が占めている。資本は出資金 174万円のほか，積立金，法定準備金若干あるも当期の欠損

金 13万を差引き 164万円である。

資産については，当然開拓事業資産が最大で 3，246万円となり， 開拓関係やその他各

種の貸付金が大部分をしめる。 次は経済事業資産の 1，048万円で，このうちでは購買，販

売前渡金が 412万円，棚卸資産 415万円が主なものである。信用事業資産は 642万円で，

このうち貸出金が 614万円で残りは預金 (26万円余)と現金である。固定資産としては

418万円が計上され，そのうち建物など固定資産が 328万円である。

最後に 29年度の損益計算についてみるに， 各種事業収益合計 827万円， 事業費合計

840万円で差引 13.2万円の損失となるが，収益の内容は開拓事業のそれが 521万円で最も

大きく，信用事業は 128万円，売上総利益 118万円が主なものである。事業経費中最大な

のはこれまた開拓事業で 419万円，次は事業管理費の 293万円，借入金や貯金の利息は約

82万円である。各事業部はそれぞれ黒字であるが管理部において赤字を出している。

本組合の経理処理は適確で，各種資金の転貸処理，各種補助金の受払処理状況も良好

と認められている。その総合的成果としてお年度優良開拓農協として，また 27年度償還

優良組合として，それぞれ知事より表彰を受け， 28年度は開拓営農振興資金償還優良組合

として道関連会長より表彰され，更に 29年には道開拓事業 10周年に際し一般優良組合と

して知事より表彰された。

IV. 農家経済調査

1. 調査農家の前歴

家族数，作付面積，飼育家畜数，営農の成績および入地年度などの諸点を考慮して，

全開拓農家 56戸中より 10戸を選んで調査農家とした。 昭和22年度入植者より 1戸 23

年度より 2戸， 24年度より 3戸， 26年度より 2戸， 27年度より 2戸，合計 10戸である。

調査は訪問，聴取の方法によって，農業経営および家計の全般にわたり，昭和29年
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4月より昭和 30年 3月までの 1年聞について行った。 したがって農産物の収穫量及び販

売量は昭和29年度の作付に対する数字である。調査とその取りまとめにらたっては， と

くに農家経済の全体を把握することに留意した。

各農家について，入地前の住所および職業，入地年月をみると第 26表の通りである。

調査農家の番号は入地年凡の順につけたが，この)1慎序が必ずしも営農の良否を意味しない

のは当然である。

第 26表 前住所，前職業，入地年度

ェー¥No.1 1 No. 2 1 No. 3 I N仏 4I No. 5 t No. 6 1 No. 7 ¥ No. 8 1 No. 9阿

部[;閥抗措問問1融市
第 26表によると 10戸のうち 6戸が香川県出身者であり 3戸が外地引揚者である。

入地前の職業は非常に区々であり， No.1は農家出身者であるが，これを含めても農業経

験のない者が相当いることは注目すべきことである。

2. 土地

まず，生産手段のうち，最も重要な土地についてみよう。

各農家の土地の賦況をみると第 27表のとおりである。

ェー1No1 I No. 21 No. 31 No. 41 N0.5 [NO61川 No.8巾(N同N尚0.9…[同同N蜘川0

結器引:;日l日;引》巴l1 i ; [ 日日;iI日口lE目日;}3F日¥;jliJ日[日:¥日¥日日;i : ぽ応
L;5 

各農家に配当された土地は， 耕地のほかに放牧地， 薪炭備林， 宅地などを含めて 10

町内外であるが， 場所によりその面積はかなりの差があるようである。 平均は 10町7反

となっている。なお各農家とも配当地が一団地をなしており，分散していないので営民主

極めて便利である。

開墾面積は調査時までに自分で行った既開墾地の合計である。従って離農者の後に入



この面積は含まれていない。

回

植した者は既に開墾された土地が若干あるわけであるが，

No.5とNo.10はこの例で，共に前入植者の開墾した土地1町2反を受けついでいる。 W 
L-

の開墾面積は実際に開墾した面積で乞り，従って開墾補助の;対象となった面積とは一致し

この割合は農既開墾地の面積は平均約4町 9反で，配当地合計の 46%にあたる。ない。

これは入地年度によっても当然異なるであろうが家によってもかなり異なるようである。

土壌，稼働力などの個々の条件によっても異なる。地形，

作付面積の平均は約4町であり，既に離農した前入植者の開墾した土地を含めた全開

この作付面積は 30年の春蒔と秋蒔予定のものの合墾面積平均5町 1反の 78%にあたる。

間作の面積は含まれていない。開墾面積と作付面積の一致しないわけは

30年の新開墾地は殆んど作付さ

言十であが，混作，

29年までの既開墾地のなかに不作付地が若干あるのと，

No.5とNo.10は作付面積が開墾面積よりも大きくなっているれていないためでらる。

これは上述した如く前入植者が開墾した土地に一部作付したからである。カ"

開墾の年別進行取態と作付面積の年別変遷をみると第 28，29表の示す通りでらる。
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開墾の進行状態第 28表
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考備

器

1. ()内は女性の数。

2. 家族数，自家農業従事者数の移動とは，昭和 30年 8月よ!J7月までの移動数を示す。

3. 従事日数は延数を示す。

註
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ij目墾の進行)伏態は各政家によっていくらか児なるようであるが， 大体において 4-6

年の聞に開墾を J 応終るか，またはその後の面私がきわめて少なくなる傾向がある。これ

は土地の吠態，稼働力にもよるが，開墾補助金の交付が 5年聞に限られることに関連して

いるように思われる。

作付面積は年をおうて増加するが， 4-5年後は増加の勢が小さくなり， なかには面

積に変化がなくなるものもでてくる。 この作付面積は第 27表に示したものと全く同じで

ある。

土地は砂質壌土で， ところによりネマガリ竹が密生している。土地改良のための炭酸

カルVヲムは10戸のうち9戸が使用している。昭和29年の施用量は各戸1-3十ンである。

3. 静働力

各農家の労働力についてみると第 30表の如くである。

第 30表において，家族数，自家農業従事者数とは，調査の期間すなわち昭和 29年 4

月より昭和30年 3月までの聞の実数であり， スそれらの移動とは実際に聴取調査を行っ

たのが昭和 30年 7月であるから， 3月から 7月現在までにおける移動数を示したもので

ある。

家族数は 3-9人，平均 5.3人でそのうち 2.4人が女である。白家の農業に従事する者

は2-5人，平均 2.8人でそのうち1.4人が女である。 NO.8は稼働力不足のため中学生が

半人前以上の手伝いをしている。これは自家農業従事人数には含まれていないが，白家農

業従事日数中には該当の 112日が含まれている。

自家農業従事日数は平均 511.4日であり， No.8の中学生の稼働日数を引くと平均

500.2 flとなる。これを自家農業従事者数で平均すると 1人178.6Rである。

林業賃労働に従事している者は6戸6人で， その延日数 368日を 6人で平均すると

61.3日であるが 10戸の平均は 36.8日である。

民業賃労働に従事した 3名は，何れも共同耕転機の賃貸にともなって農業被儒せられ

たものである。その延日数の 31日を 3人で平均すると約 10日， 10戸平均では 3.1日であ

る。

その他の賃労働とは，何れも冷害対策の救農土木事業である。 10戸中 8戸， 9人がこ

れに出役しており，平均稼働日数は 24.日である。

いま平均について年聞の禄働朕況の比率を求めると，白家授業従事日数が年間稼働日

数の 83%，炭焼・薪採取日数が 6.6%， 林業賃労働従事日数が 6%， 農業被傭を含めたそ

の他の賃労働従事日数が 4.4%である。 炭焼・薪採取と林業賃労働を合せても年間稼働日

数の 12.6%であり，自家労力配分上，重要なウエイトをもつものではない。
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農業への被僚は数うるに過ぎない。これは前述せる如く共同所有の白動耕転機と共に

他家及び白家の耕転に従事した場合である。自家のfjH示に従事した場合も，機械が共同所

有で共同作業を行ったので， i't賃の計算上肢業への被傭と見倣した。

農業のための雇傭も一般に少ない。 NO.1のみが臨時雇傭労力延25人を使用してい

るに過ぎない。

雇傭労働力ではなしに，農家聞の労働力交換として手間替や手伝があるが，ここでは

一般に農業のための手伝，子間替は少ないようである。 NO.9が!馬を 5日借りたのみであ

る。その他は一般に台風の被害による家屋，畜舎などの修理に若干手伝，手間替があった

に過ぎないa 一般に借りた手聞は必ず返すのであるから，自家農業従事日数と手伝日数は

相殺される。

自家の農業に従事した家族労働力の延人数(延日数)と農業雇傭労働力の延人数を加え

ると， 各戸の農業に投下した労働力の総人数がわかる。 これを昭和 29年の作付面詰で除

すと反当り投下労働力が出る。これを示すと第 31表の通りである。

第31表 反当 p投下労働力 (単位入)

農家番号 1No. 1 I No. 2 I No・31N乱 41No. 51 N仏 61N仏 71N仏 81No. 91 N仏却|平均

反当~ I 8回2 I 2犯3.3I “ 16.6 1路8.3 I 8.4 I ω | 忽制.4 i 17.0 I 14.“6 I 13 労働カ'- Iu.u I I ~~U I 

)又当りの投下労働力は平均で延 13.5人である。各戸別にみると No.1， No. 3， No. 6 

がかなり低い数字を示している。 NO.3は稼働労力 3人のうち 1人が'神経痛で半人前位よ

り仕事をしておらず， NO.1とNo.6は共に経営面積の割に稼働力が 2人で少ない。 大体

において反当り 10-20入の投下労働力を必要とするとみてよいだろう。 ただし，この数ー

字にはその年の開墾のための労働力も含まれている。

4. 生産手段

土地以外の生産手段，すなわち家畜，農器具，施設および肥料についてみよう。

第 32署長 家若手の 鏑 育 状 況

ニー:'1No. 1 I No. 21 No. 31 No. 4 ! No. 5 ! No. 61 No. 71 No. 81 No. 91 No. 10 1平均

i lFlj1)ljI)i i11 1 

1 

1 

2(1) 

1 

1 

1(1) 

1(1) 

1(1) 1.1(0.3) 

1.5(0.6) 

緬羊 I 4(3) I 2(1) I 

安島

兎

8 

1 

5 

4 うlflTljJ4lj(2121jlij附

;詑 ( )内はH-
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家畜の飼育朕況は第 32表の如くでるる。

馬は各戸とも飼育している。牛は 10 戸のうち 9 戸が飼育している。 1~3 頭，平均1.5

頭である。牛は殆んど北海道の貸付牛であるが，自己資金および政府資金(家畜資金)で購

入したものもある。貸付のものは，行を貸りて，のちに仔を返済するわけである。

その他の家畜では緬羊，鶏などが普及している。

飼料と労働力の節約のために放牧あるいは繋牧されることが多い。 1年中でも舎飼の

日数は少なく 4~7 箇弓は放牧か繋牧される。 これは馬，牛，緬羊などほとんどすべて

の家畜について行われる。

つぎにに比較的大きな農機具その他の所有7状況をみると第 33表の如くである。

エ?|NO11N02H81尚 41No. 51 No. 61 No. 71 No. 81 Nι91 No.10 I "!'-t{;J 

ブ。ラオ 2 2 1 1 1 1 1 1 1.1 

ノ、ロー 1 2 1 1 1 1 1 0.9 
カノレチ

1 2 1 1 1 0.6 
ベーター

ウ才ミタテ 1 1 一 0.3 

噴霧器 1 1 1 1 1 一 一 0.6 

f散粉器 一 1 一 一 1 0.2 

腕穀機 1 1 1 1 1 1 0.6 

トーミ 1 1 1 1 1 1 1 0.8 

馬車 1 1 一 2 1 0.5 

馬議 1 1 1 1 1 1 1 1 一 0.8 

自転車 1 1 1 1 1 一 1 0.6 

柚道具 柚道具 柚道具 柿道具
柿一道式具， 

飼料キ

一式， 一式， 一式， 一式，
リ1，

その他
大サオ ハカリ 犬サオ リヤカ 自動耕

ガツチ

秤 1 1 秤 1 - 1 転機
ヤ，ク
サリ

ここでは，手グワ，手ガマなどを含まない比較的大農具など財産的価値を有するもの

のみについてみたのであるが， プラオは 9戸が所有し，平均1.1となっており，次いでハ

ロ 十{ミ，馬樟などの所有率が比較的高い。 共同所有のものは全くない。また， 5戸

の農家が柚道具を所有している。

これらの農器具はほとんど融資で購入したものである。ヲネタテは何れも自家製のも

のを使用している。 No.2はハローを自分で製作し，使用している。 NO.7は自動耕転機

を所有するが，これは昭和 30年 4月に融資で購入したものである J

次に施設についてみよう。

施設としては住宅，畜舎，物置納屋などが主なものであり， その概況は第 34表の示
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本 建 木 建
土壁 板壁
和:屋根 柾屋根
平屋 平屋
10.5持 10 坪

嘱立 堀立

草草屋壁根 草草屋壁根

6持 4主F

合

罪芦|流水

住宅は各戸とも本建築ではあるが，壁は板か土壁であるが，土壁であっても板聞いが

なく，寒さをしのぐに充分とはいえない。また家族数に比して坪数が少なく，極めて窮開

な家もある。

畜舎は 4戸が本建築であり，他は堀立，主主プキのものである。物置納屋は住宅の一部

を使用しているものが大部分であり 1戸が独立した物置納屋をもつに過ぎない。

その他の施設は鶏舎のあるものが4戸，簡易堆肥場のあるものが 4戸，炭窯のあるも

のが 3戸，薪小屋のあるものが 1戸となっている。炭窯のあるのはNo.1， No. 5， No. 6 

である。 NO.3は調査時には破損して炭窯はなかったが，常時，製炭をしている。

住宅建築用の木村は大部分の農家が立木のまま，建築用資材として払下げを受けてお，

h それを使用して建築を行い，一部販売した農家もある。払下げを受けた立木石数を示

すと第 35表の如くで， 184~3，OOO 石， 平均 981石であり，昭和22，23年の入植者は相当

第35表立木払下石数

民会お丙iiド;2-!い.-3f… 4T丸-5TNo~6-1 点瓦丙訓示引日正副一千均一

諮益 1~1，500 1不詳|い [553[ 77217721鎚 11剖 I~I-;引一
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多量の立木の払下げをうけている。

その他の生産手段として重要なものに肥料がある。過燐酸石灰，硫安，加旦などの金

肥の使用量は少なくない。

購入金肥と堆厩肥の使用賦況は第 36表に示される

第 36表 購入肥料および堆厩肥使用状況 (単位俵)

五?で竺い10.2い0.81 … I_~~イ No.ペ…]ベ…J~o.~t:~

註 J盛燐問委，硫安は 1俵 10ft.加里は 1俵 8貫である。

購入肥料は上のものに限らないが，大部分はこの 3種である。その他の金肥としては

硝安，尿素，魚、肥などを使用している。

硝安は No.3とNo.8の2戸がそれぞれ 1俵および 5俵使用している。尿素は No.4

とNo.9が2俵.No.5が3俵使用している。魚肥は5戸が使用し，その使用量は 4-15貫

である。

牧草地を除く昭和29年の作付面積に対し， 反当りの施用量を算出すると， 過燐酸石

j天5.9貰，硫安 4.0f:t.力日里 0.5貫，堆厩肥 136貫となる。

5. 作付赦況

上に述べてきたような農業経営の諸条件のもとで，耕作が行われているわけであるが

昭和29年， 30年の作物の種類別作付面積は第 37表，第 38表の如くである。昭和 30年の

作付面積は秋に作付予定のものをも含んだ数字である。

昭和29年. 30年ともに，作付面積で最も多いのは大豆で， 29年で平均 6.25反， 30年

で平均 5.25反なる数字を示している o No.1は水稲を作付しているが，開拓農家としては

めずらしいことである。

昭和29年の平均作付面積は， 大豆についでト{モロコν・デシトゴーン・燕麦・!馬

鈴薯・ヒエの順であり， 30年は大豆についでデシトゴ{ン・燕麦・ヒエ・馬鈴薯・トー

モロコ乙/の順となっているが，面積ではあまり大なるひらきは見られない。

昭和29年. 30年ともに，多少にかかわらず全戸が作付しているものは馬鈴薯・大豆

・燕麦・デシトゴ{ジ・牧草である。 小豆およびトーモロゴνは29年には全戸が作付し

ているが. 30年には小豆は 4戸が作付を行っておらず， トーモロゴνは1戸が作付を取



第 37II受 昭和 29年 度 の 作 付 状 況

よ??ilN01 
No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 

1.3 

小麦 1 1 2 

ライ麦 一 0.5 2 0.5 

ソノ〈 1 2 1.5 2.5 1 

イナキビ 1 1 1.5 

a馬 鈴 薯 1 2 4 1 2.5 2 

犬 旦 6 5 12 6 5 5 

豆 l 1 2 1 1.5 0.5 0.1 

楽 立 1.5 2 2 05 0.5 一
トーモロコシ 1 8 8 3 4 8 

ヒ ニ巳 8 4.5 2 3.5 1 

燕 麦| 1.5 1.5 2 4 8 8 

ヂントコーン i 2.5 2 6 3.5 2 5 

アマ 1 2 

家帯ピート i 0.3 0.5 

ナ 51 ネ i 1 2 

野 菜 l 1.5 1 8 2 1 1 

そ の 他 一
休閑牧草地 25 7 28 4.3+(4) I 15 22.4 

計 50.6 35 切附5 3鈴6 I 叫 44 

l燕麦中Jにこクl
備考 ロパーを金|

面積にJ由香|

詮()内は間作または混作を示す。討には含まれていなν、。

No.7 No.8 No.9 

一
0.5 

1 0.5 

8 5 1 

4 10 6 

1 0.5 
1 

1 

6 5 4 

2 

8 6 2 

1 5 2 

0.5 2 1 

1 4 B 

22.5 I 38 I 21・5

1ーは前年燕麦
とi昆由香した
もの

(単位反)

No.10 平均

0.13 

0.4 

0.5 0.4 

2.5 1.2 

1 0.45 

. 2 2.35 

3.5 6.25 

4 

0.75 
J +0・1

2 3.4 

2.5 1.85 

1 2.7 

2 3.1 

0.3 

0.08 

0.3 

1 1.4 

0.17 

8 11.27+(0必

25 37.76 

宰
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b馬 鈴 薯 1 2 5 2 8 1.7 4 4 2 8 2.77 

犬 旦 8 8 6 3.5 7 s 6 6 5 5 5.25 

立 1 2 1 0.5 4 0.3 0.88 

楽 豆 1 1 1.5 1.5 2 0.5 1 1 2 0.3 1.18 

トーモロコシ 1 4 5 2 2 1 4 8 1.5 2.35 

ヒ ニ'" 1 6 5 5.5 1 1.7 8 2 4 2.92 

撫麦 2 2 4 5 2 8 5 4 8 2 3.2 

8 8 5 4 2 4 3 4 2.5 2 3.25 

アマ 1 2 2.5 0.55 

家菊ピート 0.5 0.5 1.5 025 

ナタネ I 1 0.2 

野菜 1.5 1 2 1 1.5 0.5 2 1 1.5 1.4 

そ の他 一
スータ申シグ

畜カ用プ4) (家1 0.3 

休閑牧草地 25 7 28 4十(5) 17 
ラス2(飼0.6料)1 

7 3 6 12.16十(0.5)

計 37.5 

ソパ2反の|
うち 1反は|
犬豆の問に!
間作 i 

71.538 39.5 

燕麦中にク|

ロパーを金!

面積に混矯|

払 5 34.4 

1牧草の一部|
lは，前年燕|
麦ソパとi昆|

l右香したもの|

50.3 40 

|牧草の一部|
iは，前年痴|
;麦とf由香し|

|たもの | 
備考

註 ( )内は間作または混作を示す。計には含まれていない。

(単位反) 宰

39.92 
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りやめている。 これに反し， 29年に 7戸より栽培していなかった菜豆を 30年には全戸が

作付している。

この開拓地は大豆・小豆・菜豆などの豆類を主作物としており，その半均面積は全作

物面積に対して昭和 29年は 21.9%，30年は 18.3%である。昭和 29年は9月の 15号髄風

と冷害のために収量は極めて少なかったが，これは平年においては，耕種現金収入の大宗

をなすべきものである。

主畜農業経営を目標としており，最近牛・馬の飼育頭数が増したため，牧草をはじめ

燕麦・デントコーシ・ヒエ・飼料カブなどの作付面積が大きい。飼料作物の作付率は，昭

和 29年 50.6%，昭和 30年 54.7%である。

6. 農業牧穫とその商品化

作付の朕況はすでに説明されたが，つぎにその作物の収穫量とその商品化についてみ

ることにしよう。

昭和 29年は昭和 28年にひきつづいて冷害気味であり， 加えて 9月の 15号匝台風によ

る被害で収穫量は極めて少ない。馬鈴薯はその影響をあまり受けていない。耕種現金収入

の源をなすべき豆類についてはかなり深刻な影響がみられ，小豆・菜豆の収穫はほとんど

皆無に近く，大豆のみがわずかに 10戸平均で 3俵，反収 0.48俵なる収穫である。

昭和 29年の収穫は第 39表の通りである。生食するもの，青刈するものなど数量を正

第 39表農業救護 (単位俵)

立?lNOI|No.21 No. 31 No. 41 No. 51No. 61 No. 71 No. 81 No. 9 i No. 10 I平均

7Jc.稲 0.06 

小麦 2 I 0.75 2 0.48 

ライ麦 1 7 0.5 8 1.2 

ソノ〈 oぉ i 0.5 1 0.5 0.23 

イナキピ 0.5 ... 

馬鈴薯 45 70 80 30 62 60 75 150 23 50 64.5 

大豆 3 1 6 1.5 3 2.5 8 5 2 8 3.0 

小豆 ... ... 0.5 0.05 

楽豆 1 0.375 0.25 0.19 

ヒ ニc. 4.5 3 3 5 1 2 8 2.15 
L精白で 1)

燕麦 5 7 9 10 12 15 15 30 7 10 12 

ナタネ 0.5 2 0.25 

アマ(斤) お0 550 90 

註 ・・・は4lc穫が皆無か皆無に近いものを示す。
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確に測定できないものは除いた。

作物ごとの平均反収を第 39表から算出すると第 40表の如くである。

第40表 平均反当 p牧量 (単位俵)

f仇F向仇?竺竺到J水糊稲 i 小崎麦引|ライ伺麦剖lごど三一i伊防干i伊?戸豆引|小岨豆 i 苧一一kム
刊反脱牧!川M附叫61卜1.21ω I 0判z別叫4バ1o.附錫判l川0お引11.1引61 … 叩 | 

小豆，菜豆の平均反収を計算するにあたって No.8の作付面積および収量は含んでい

ない。これは小豆と菜豆の作付面積が区別されて出ていないためである。

第 40表を一見してわかる如く， 自給主食物たる水稲・小麦・ソパおよび販売主作物

たる豆類の反収が極めて少ない。馬鈴薯・燕麦・ライ麦などはとくに少ないことはない。

第 39表にらげた農業収穫のうち，現金化されたもの，すなわち， 商品化されたものにつ

いてみると第 41表の如くである。

第 41表 農産物の販売量 (単位俵)

コ? lh1¥ No. 21 Nι3lN仏 4¥No. 51 No. 6 ! N~. 71 No. 81 No. 91…明

トーモ

ロコシ

アマ(斤)I おO 550 

1 0.1 

90 

前述した如く，冷害および匝台風の被害が著しく，販売されたものは極めて少ない。何

も売っていない農家が 2戸ある。販売されたものとしては馬鈴薯・大豆・菜豆・燕麦・ト

ーモロコ乙/・アマがあるが，数量および販売農家戸数は極めて少ない。馬鈴薯は 4戸が販

売し平均 5.1俵，大立は5戸が販売し半均1.4俵であるほかは菜豆.*~麦・トーモロコ ν ・

アマは 1-2戸がこれを販売しているに過ぎない。

いま，これらの商品化率，即ち総収量に対する販売数量の割合をみると，馬鈴薯が8

%，大豆 47%，菜豆 53%，燕麦 2<;-色， アマ 1∞%となっており，豆類の大部分およびア

マの全部は換金を目的として作付されていることを知る。

販売されない他の収穫物はすべて，家計の内部または経営の内部で消費されるか，ま

たは物々交換されるのである。すなわち馬鈴薯の部は澱粉とし，小麦の一部nヲドンな

どと交換されて自家消費される。
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つぎに畜産物および家畜の販売朕況をみると第 42表の如くである。 調査期間 1年聞

の販売量であるが，畜産物の販売数量は概数である。

家畜の売却頭数は極めて少ない。 2戸が売却しているのみである。畜産物の販売農家

は10戸中 7戸であり， そのうち牛乳のみ販売が 5戸，卵のみ販売が 1戸，両万を販売し

ている家が 1戸となっている。

7. 農家政入

ここで農家収入とは農家の現金収入をさす。農家にとって現金の収支が経済のすべて

ではなく，現物経済のクエイトはかなり高いといわねばならない。したがって現金の収支

のみを農家経済の全体とみなすことはできない。しかしながら，現物経済は正確に把握す

ることが困難であるばかりでなしこれを家計と経営にきびしく分離することも容易では

ない。これに対し，現金の収支は把握が比較的容易であるばかりでなく，現代資本主義社

会の経済では現金が最も重要な地位をしめている。農家の経済を全体としてみようとする

とき，現金経済でみることは可能であると同時に便利でもある。

農家の現金収入を耕種，家畜'.薪・木炭販売，林業賃労働，その他の賃労働，補助金

保険金，雑および臨時の各収入にわけてみると第 43表の如くである。

第 43表農 家現金救入 (単位 100円)

可子1No. 11川No.-giNo. 41 NO.~-I No. 61 No. 7川刈NO.101平均

耕種牧入 199

家畜J/lc入 1 490 

薪・木炭販売代 555

林業賃牧入 1 45 

その他の賃牧入 1 480 
補助金 ! 

牧入| ω 
保 険 金 | 
雑救入 1 ー

臨時救入 l 一

210 46 14 

734 加O

156 

705 

25 

38 1 1.380 

5251 ー 525 30 1 寸

396 1 ー 722: 

-1 86 

一I3∞ 

回

50 

150 

155 

ωo 
ω。

500 - 1 61.4 

|脚 1 5回|榊 1 1.702[1.3691 胸 1 722 I 叫酬 1 517 11.332.4 
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第 43表の耕種収入とは第 41表にあげた農産物の販売代金であり，家畜収入は第 42

表にあげた畜産物および家畜の販売代金である。 薪・木炭の販売代金はのちに第55表に

示すものの販売代金であり， 林業賃収入は第 30表にあげた林業賃労働の収入であり， そ

の他の賃収入とは同じく第 30表にあげた農業賃労働とその他の賃労働とを合せた賃労働

の収入である。補助金は開墾補助金，保険金は農業共済保険金と家畜共済保険金でまらる。

雑収入とは開協理事などの特殊職業収入，親戚，別居者などからの送金など定期的な収入

を示し臨時収入とは祝儀，香葵，見舞，遺産などの如き，一時的な収入を示している。

第 43表において， No.9のその他の賃労働収入のうち 50，000円は昭和 28年秋に稼働

し29年 7月に領収したものであり， NO.6の薪・木炭販売代は調査期間前(昭和 28年)に

製炭した 10俵を昭和29年に出荷した代金である。

現金収入最低 51，7'∞円，最高 244，000円，平均 133，240円である。

現金収入のうちで最も多いのは家畜収入で， 家畜収入のない家が3戸あるが， 最高

138，000円，平均 48，750円であり，総収入の 37%をしめている。次いでその他の賃収入，

薪・木炭販売代，林業賃収入，補助金および保険金収入，耕種収入の順となっている。

耕種収入は，全く収入のないものが2戸，最高 22，300円，平均 9，630円であり，総収

入の 7%をしめるに過ぎない.

薪・木炭を販売している農家が 10戸中 4戸， 林業賃収入のある農家が 6戸あり， そ

れらの平均はそれぞれ， 16，350円， 16，160円であり，総収入に対し共に 12%となってい

る。

入地後最も年月の浅い No.9，No.10の2戸(昭和27年度)は補助金のヲエイトが他

よりもはるかに大になっているのは当然である。

いま第 43表より，各戸別に総収入に対するそれぞれの収入の割合をしめすと第 44表

の通りである。

よ?っ…M…一両l~~雨:引両よi同-;1…一
耕種牧入 9 8 1 31 17 T 

家畜Jllc入 7 56 43 59 67 37 

薪・木炭販売代 31 21 部 8 一 12 

林業賃Jllc入 2 70 42 一 5 11 41 12 
その他の賃牧入 27 22 9 12 30 16 3 41 11 16 
補 助 金 牧入
保 険 金

2 一 一 12 9 46 31 8 
雑 Jllc 入 1 2 41 s 
臨時救入 l 5 一 30 5 

計(叫 1∞ 100I 100 I叫 1白|向。 I帆 10司…1100
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第 44表によると， 各農家により収入源の中心はそれぞれ異なっている。 現金収入の

なかで家畜収入の最も多い農家が 10戸中 5戸，林業賃収入の最も多い農家が2戸，薪・木

炭販売代，補助金および保険金収入，雑収入の最も多い農家がそれぞれ 1戸である。 No.

7の雑収入は，生活困窮のため昭和29年 10月より，姉から送金をうけたものである。

いま，耕種，家畜収入を合せて農業収入とし，薪・木炭販売代金と林業賃収入とを合

せて林業収入とし，その他は一括してその他の収入として三分してその百分家をみると，

農業収入は 2-65%，平均 44%，林業収入は 0-70%，平均24%，その他の収入は 2-87

%，平均 32%である。

結論的にいえば，冷害，水害などの不況時においては，林業収入の農家経済にしめ，る

クエイトはかなり大きいようである。開拓地においては，未だ農業経営諸条件の整備過程

にあり，冷害，水害などの災害に対する経済的弾力性は極めて弱く，不況時には最も?とや

すい収入源としての林業収入にこれを求むるか，これをえられぬものは，最も近き労働市

場たる林業賃労働の場にこれを求むるためである。

8. 農家支出

農家支出とは収入と同様，ここでも現金支出のことである。農家の現金支出を施設，

耕種，家畜，林業，生計費，租税，臨時費に分けてみると第 45表の如くであり， とれら

の百分率，即ち総支出に対する割合は第 46表の通りである。

第 45表のうち，施設費，耕種支出，家畜支出，林業支出および生計費の内訳につい

ては後述する(第 47，48， 49， 50， 51表L

租税は道民税，町民税，固定資産税，家畜税，馬車税，自転車税などで，所得税はほ

とんどない。また未納の税金は計上していない。

臨時費というのは，結婚，法事，葬式，出産などに対する不時の出費で経常的でない

第45表農家現金支出 (単位 100円)

可~\川;耐[…両よ-…r~-恒肘NO.10\ """ブ

出 i;;j :iij jjii:: 
施設 費

耕種支出

家育支出

費

税

資

計

時

生

租

臨

言t
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(%) 農家現金支出比率

ものである。

現金支出は最低 128，300円，最高 325，7∞円， 平均 194，140円である。

平均において，現金支出のうち最も多いのは生計費で平均 105，780円で総支出の 55%

家畜支出の 24，900円 (13%)の順となってにあたる。次いで耕種支出の 48，330円 (25%)，

いる。林業支出は極めて少なく 1%である。臨時費は平均では 3%であるが，支出してい

この特これは No.3の総支出の 19%にあたるもので，るのは No.3の1戸のみであり，

定農家についてみれば軽視できない高さである。

生計費の比率の最も高い農家が 10戸

これに次いで高い比率のものは，耕種支出のも

各戸別に現金支出の百分率をみると，つぎに，

中9戸，他の 1戸は家畜支出が最も高い。

生計費のもの 1戸，耕種支出と家畜支出の等しいもの 1戸となる。のが 10戸中 8戸，

生計費，租税，臨時費を合いま，施設，耕種および家吾の各支出を農業支出と考え，

せて家計費その他として，第 46表を農業支出，林業支出，生計費その他に三分しその百分

生計平均1'7色，平均 40%，林業支出は3および 5%，率をみると，農業支出は 27-62%，

平均 59%となる。費その他は 38-73%，

48， 家畜支出，林業支出および生計費の内訳はそれぞれ第 47，施設費，耕種支出，

50， 51表の示すところである。

50 

50 

100 

100円)(単位

設

繕

計

49， 

新

修
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100円)(単位第 48表 耕 種支出

ι ?? JN O1MlhsMlNO5lN06MlM|蜘 91N
仏 1O[ 同%

白
V

A
り

白

v

n

o

'

A

P

0

0

4

唱

A

句。

'Ea-

噌
・
4

噌

E
-
-
p
h
υ

0 

1 

平均

土地改良費 2 1 8 2 1 2 2 3 1.7 

農機具費 36 135 96 111 6 3 45 12 47.2 

機具損耗代 84 84 160 48.8 

種苗費 63 79 107 20 90 57 108 150 59 58 79.1 

肥料費 180 219 144 227 320 388 110 207 245.6 

農薬費 40 15 I 72 7 15 16 36 28 13 27 26.9 

雇傭労賃 95 9.5 

設備賃借料 23 2.3 
資担金および 12 10 11 7 10 9 19 24 38 23 16.3 
特別賦課金

農業共済 4 一 0.4 

販売賛 9 12 8 9 6 5.5 
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100円)(単位

7flN仏 11NO…1No. 41 No. 51 No. 61 NO.7j No. 81… 費計生第 51表

同%

熱費 25 11 18 10 16 9 J 20 7 17 1 

食費 912 1，0ω 794 1，021 736 498 766 388 703 756.4 72 

具什器費 50 14 50 28 一 12 21 17.5 2 

料費 240 6 251 85 85 50 115 80 94 104.2 10 

育修養費 78 34 91 76 116 2 127 1 1 57.8 5 

楽慰安費 33 18 16 26 17 22 19 18 16 16 20.1 2 

通費 15 10 50 60 13.5 1 

際費 30 15 59 24 13 10 10 8 3 17.2 2 

生費 69 7 141 42 22 61 44 17 42 51.0 5 

支出 6 12 8 5 4 3 12 2 2 5.1 。

平均
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施設費は新設と修繕とに分れるが，新設はここでは畜舎，堆肥場の新設である。施設

の新設費は農器具や家畜の購入費とともに元来は資本的支出であって，他の損費的支出と

同一に取扱うべきではないが， この調査では農家の現金収支のみをとらえて，農家経済の

一応一括して扱う ζ ととした。修繕の大部分は昭和全体を推測しようというわけなので，

29年 9月末の髄風による被害の修繕費である。修繕にあたっては，現金支出の雇傭関係

手間替が相当ある。施設費としては新設，修繕が共に 50%である。はないが，

土地改良費は炭酸カノレも/?ムの自己負担金である。炭酸カノレi/?ム耕種支出の.うち，

は1トン 2，500円であり，内 6割(国 5割，道 1割)の 1，500円が補助であり， 893円が融資，

107円が自己負担である。農機具費は農機具の購入，修繕費であるが，購入費が大部分

である。ここでいう機具の損粍代は，各戸とも，共同で自動耕転機を購入し，出資者の家は

そうでない者の畑の賃おこしをなし， 1年足らずで売却したときの利益と損勿論のこと，

自動耕転機はその内訳についてはわからない。費との差を 1戸当にわけた数字であるが，

No.3のグノレープは出資者の家のおこし賃も部落に 2台だけはいったものである。 No.2，

No.8のグノレ{プは出No.7， 耕転による利益として 1戸当り損害負担金を出しているが，

No.8は，ここにあ資者の家のおこし賃は除いて損益計算をなしている。すなわち No.7，

前述のげた数値より自芳の家の畑おこし賃をひいた値が実際の支出となるわけであるが，

如くその内訳はわからない。種苗費は牧草・野菜・豆類・馬鈴薯・デントコーンなどの種

子が主なものである。肥料費は過燐酸石灰・硫安・加里などの購入肥料の代金である。薬

ボノレドー粉剤などが主なものである。雇傭労賃は農業雇傭に対する賃金であ

る。設備賃借料とは，前記の自動耕転機による畑おこし賃であり，販売費は，検査料，手

剤はBHC，
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数料と包装費を含んでいる。

耕種支出の平均は 48，330円で， そのうち肥料費が 51%をしめて最大となっている。

次いで種苗費，農機具費および機具損粍代，農薬費の順となっている。各農家別にみても

肥料費が最も大きい。雇傭労賃の平均は 2%であるが，支出しているのは No.lの1戸の

みであり，この農家についてみれば相当高い値でゐる。

家畜支出についてみると，器具費は家畜および畜産のための器具のみをここにあげ

た。飼料費は， ヌカ・プスマ・混合飼料・豆カス・ビートパノレプ・脱脂乳・カノレ乙/ヲムな

どの購入費であるが燕麦はない。販売費とは販売手数料，検査料であり，その他とは種付

料，注射料，装蹄料などである。

家畜支出は平均24，900円であるが，家畜共済保険料が最も多く 27%であり， 家畜購

入費の 24%，飼料費の 22%がこれについでいる。

林業支出についてみると，炭窯用資材費とは炭窯用セメントの代金であり，販売費と

は包装費のみで，販売手数料は開協を通じて売らないためにかからない。雇傭労賃とは薪

きりのために雇傭した人に払った賃金である。

林業のための支出のある農家は3戸のみで， 販売費 56%，雇傭労賃 36%となってい

るが，雇傭労賃は農家単位にみた場合，非常に高い比率となる。

生計費についてみると，食費は主食，副食，調味料，噌好品の全部を含んでいる。光

熱費は燈火費のみであり燃料費は全くかからない。教育修養費のなかには子供の修学旅行

費も含めてあり， ここでは P.T.A.会費は就学児童のいない家も年60円かかる。雑支出

は寄附金，紛失金などである。

生計費は平均 105，780円で，最も多いのは食費の 72%である。 これは各戸ごとにみ

ても同様である。生計費が比較的少ないのに比し食費の割合が大きし相当きりつめた生

活をしていることが窺える。

食費に次いで，衣料費の 10%，教育修養費および衛生費がそれぞれ 5%の順となって

し、る。

教育修養費が比較的多いのは No.5とNo.8である。 No.5は子弟を 1人遊学させて

おり， No.8は子弟の修学旅行の費用のためである。

衛生費の比較的多いのは No.3で，持病である神経痛のための医療費がその主なもの

である。

9. 牧支劃照および貯蓄負債

1年間の農家の現金収入と現金支出はすでに述べた通りであるが，収支を対照してそ

の差額をみると第52表の通りである。
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第52表 農家現金救支対照 (単位

7711NOIlM l両両副両元示雨41
111珂瓦示前itiS1271l::中

差 額 1-77引-I，sml-8171-mj-4441-1%!ー1，025-49哩172i一郎!

100円)

平均

1.332.4 

1，941.4 

-609 

現物の経済が，すべて農家の内部で収支相殺されると仮定すると，この現金収支の差

額が結局は現物を含めた全経済の収支決算と一致する筈である。

現金収支において黒字となったのはNo.9の1戸のみで，その他の 9戸は赤字である。

10戸の平均では 60，900円の赤字となる G

一般的に，赤字の最大の理由は，土地の;状態にもよるであらうが，冷害の影響とみて

よからう。これは反面，開拓地の農家経済が経済的な弾力性に乏しく，冷害，水害なEの

災害に対して敏感であることを示すものである。

つぎに，各農家ごとに，冷害以外の赤字の原因と思われるものをさぐってみよう。

No.1は稼働労力の不足が最大の原因であり， 強いていえば生計費全体からみて衣料

費が若干多いように思う。 No.2は最も赤字の大なる農家であるが，収入蕗として賃労働

が主であり，極めて収入が少ないのと，前述した共同自動耕転機の損害分担金などのため

である。 No.3は結婚による臨時支出，持病である神経痛の治療費，共同自動耕転機の損

害分担金などの理由による。 No.5は子弟の遊学による教育費が他の家に比し若干多いが，

生計費全体も家族数の割に高いように思われる。 No.7は生活困窮による姉よりの送金が

収入の最大のものであり，収入は極めて少ない。一方，共同自動耕転機の損害分担金，経

営面積の割に購入肥料費が大であるなど支出がかなり高い。 No.8は共同自動耕転機の損

害分担金，子弟の修学旅行による教育修養費，購入肥料費などの支出がかなり大きい。

No.lOは入植後未だ日も浅く，経営も不安定であり，賃労働が収入の中心であって収入が

極めて少ないのが赤字の原因と考ーえられる。その他の No.4とNo.6の赤字の原因は単に

冷害のみによるものと考えられる。

No.9は 7，200円の黒字となっているが， 収入の最大なるものが補助金， 保険金収入

であり，ついで賃労働収入となっており，必ずしも安定した賦態にあるものではない.こ

れは後に掲げる農業現金収支対照において No.9が赤字になっていることでも知りうる。

総体的にみて，赤字の原因は支出よりも収入にある。林業賃労働およびその他の賃労

働の収入は経験の有無，熟練度，体力などによりおのずから限度があり，従って耕種収入

家畜収入および薪・木炭販売などの比較的安定せる定期的な収入源が必要なわけである。

いま，農業のみの現金収支を対照してみると第 53表の如くである.
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第 53表 農業現金験支対照 (単位 100円)

川村山 31No. 41 No恥 6川村山。 9[NO.I0[ 平均
¥農家番号

種別

農業牧入

農業支出

差額
ujHg 591.6 

773.4 

-181.8 

この農業収入は第 43表の耕種収入および家畜収入の合計であり，農業支出は第 45表

の施設費，耕種支出および家畜支出の合計である。

農業収入は平均59，160円，農業支出は平均 77，340円で 18，180円の赤字となる。各戸

別にみると， 10戸中 4戸が黒字であり， 6戸が赤字である。黒字の農家は何れも牛乳販売

農家である。牛乳販売農家で赤字のものは No.1とNo.8であるが， No.1は搾乳量が極

めて少ないためであり NO.8の赤字額は前にのべた共同自動耕転機の損失分担額にほぼ

等しい。

つぎに貯蓄および負債についてみよう。

昭和 30年 7月現在む貯蓄および負債の吠況は第54表の通りである。

ff三下 1|町内 3[No. 41 No. 51 No. 61 No. 71 No. 81 No. 91 No. 10 [ 2j5-if;J 

蓄|鉛61 同州叫 551朋[判州側|州 414.3

評判;:31;jil::il州dill;:31:3l::il;3:
貯蓄は最低 3，000円，最高 115，7∞円，平均 41，430円である。貯蓄の種類は郵便貯金，

簡易保険，組合出資金，農協預金，有価証券などである。第 54表において， NO.1の貯蓄

のうち簡易保険はその現在高がわからぬため 1年聞の増加のみを計上した。

負債は政府資金をのぞくと平均 58，000円で借りていない農家は 1戸にすぎない。こ

れは個人または開拓農業協同組合からの負債である。政府資金は営農純資金，現物資金

(家畜，農具)，冷害対策資金などで，入地以来の合計額である。平均254，310円となってい

る。人地年度の早い農家ではすでに償還がはじまっている。

10. 林野の利用蹴況

農家の現金経済において林業収入のしめる地位についてはすでに述べた如く，平均す
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ると現金収入の約2割 4分をしめており，とくに耕種収入のない年には収入源として重要

なワエイトをもつものであることを知った。

現金収入の面で，林業が農家経済に対してある程度の役割を果す以外に，林野は農家

の生活や農業経営に密接なつながりを有し，いろいろの役割を果していることは，容易に

考えられることである。しかしこの関係は現金収入の如く数量で表現することは困難であ

る。

林野の利用扶況を 1表にしてみると第 55表の如くである.

第55表林野の利用状況

よ?!ωINo. 2 I No. 3 1 No. 4 I No. 5 I No. 6 1 No. 7 I No. 8 I No. 9 1蜘 10

カラマツ
カラマツ|

(し紹防て2風82林) 反と(118 28) カラマツ
カラマツ

2年生
カラマヅ

1民 (昭 28)
主倉林 (磁28.29) (昭28)

栽入ほ獄かの6者反分に植前
歩に植措V"裁見

6反
900本

s反
1，0仰木 した

s反 s反 在残って
いない

山 l四剛01 1町 kti
5町

離農者のほかに離束.ほかほかに離 0.5町

採 草 0.2町 0.6町 土地を利農者の土に費量農者農者の土 千草にす
2.∞0束

用1町計 4町 千 草 に す る
1，000束 2，700束る

そのみ 2.4町
頭牛1馬に00共つ日き1 牛馬共 1 牛緬 -羊~ E牛貢1馬に20共つ日き1 

放牧繋牧
合飼

120日
5月~ 月位 一部離農

頭につき
各100日

殆農地者ん(1.の0ど町離土) 
120日

5筒月位 11月 者の土地 150日 1町
利用

を和l用

木炭販売
量(俵)I UV 

薪販売量 I20 
(シキ) I 

向
VF

D
 

噌

AJ

l

 

1501(出)1

1 - ¥ 

上の表において，造林は調査時までの造林実績であり，その他のものは調査した 1年

聞の利用取況である。放牧採草地の面積は，その面積を全面にわたって利用したというの

ではなく，利用区域の範囲のおおよその面積を示したもので，個々の農家により土地の賦

況も異なるばかりでなく，実測したものでもないから，正確とはいえない。なお，特別に

ことわってある以外はすべて自己配当地内の面積を示してあるー

第 55表によりみると，造林は 10戸中 6戸が行っている。ほとんどがこの 2，3年聞

の造林である。面積は少ないが，造林をしようとする意図が一般にみとめられる。造林樹

種は，全部カラマツである。
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放牧や繋牧がすべての農家において行われる。放牧，繋牧の期聞は草のある期間の昼

間に行われるものが多い。馬は勿論のこと牛，緬羊までも放牧，繋牧される。これは労働

力と飼料の節約に資するところ極めて大である。

次に飼料または畜舎のνキワラ代用となる野草の採草地としての林野が考えられる。

またこの草は場合によっては堆肥の原料となる。採草の場所として，自己経営地以外に離

農者の土地を利用している者が多い。

放牧採草は農業経営の面への林野の貢献であるが，この他に，農家の生活からみてみ

のがしえないものに薪がある。この開拓地では，現在のところ，自家用薪としてはほとん

ど開墾に伴って生ずる伐採木の根株や校条を利用している。 年間使用量は大体 10~20 i/ 

キである。

木炭販売農家が 10戸中 4戸あり，平均 36俵である。 No.6の10俵は昭和 28年に製

炭した分である。薪販売農家は 1戸のみで 20i/キ販売している。

v.小川開拓地の調査縛括

以上数項にわたり説述した調査結果は次の如く総括される。

(1) 小川凋拓地の行政区域は瀬棚郡北檎山町大字太櫓村字小川である。 昭和 30年 4

月1日瀬棚郡東瀬棚町と合併して北檎山町ができるまでは太櫓郡太櫓村字小川であった。

小川開拓地の位置は国鉄瀬棚線東瀬棚駅の南方約 14km，若松市街の西南方約6km.

の地点にあり，太櫓川の支流小川の上流地帯で，開拓地の東部の一部が民有地，村有地に

接するほかは全部国有林によって固まれている。

(2) 本開拓地入植前の土地所有関係は大部分が民有で一部は国有林であった。民有地

は従来小川区劃として知られていた地区で， 大正の中期には入植戸数 90に達したほどで

あったが，その後，交通，地味，営農計画の不良などにより漸次脱落者を生じ，離農跡地

は在村，不在村の多数の地主の所有に帰し，その一半は，カラマツの植栽を見たが，他は

放置せられて荒廃し，あるいは二次林の自然成立にまかされていた。

国有林は開拓財産として管理換えを見るまでは東瀬棚営林署の管轄に属し，往時数度

の択伐の結果 ha 当り平均蓄積は約 50~60 m3であった。

(3) 本開拓地の入植は 21年 7戸を以て始まり， その後入植， 離農とめまぐるしかっ

たが，現在は定着服態良好で現入植総戸数は 56である。

(4) 本開拓地は標高 150~330m の波駅丘陵地帯といえるが， 西南部は高台地をなし

東北方に向い数条の沢が走り，その沢も更に小沢に細分されている。沢沿いにはかなりの

急傾斜地もある。可耕地は主に台地や二つの沢の間に介在する平坦地にある。

(5) 地質は大部分第四紀新層に属し，土性は火山灰性埴壌土ないし壌土で深度 20cm
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内外，上部は腐植質を含み暗褐ないし黒褐色を呈し，荒廃地はやや酸性が強い。旧国有林

は壌土で腐植質も比較的多く地味も土性も悪くない。全地区を通じ石礁はない。

(6) 植生のうち，沢沿いの急傾斜地には多数の広葉樹が混生し一応の林相を保ってい

るが，これは土砂粁止林の役目を持っており，普通の伐採利用は許されない。

旧民有地の天然生二次林の蓄積は町当り約 100石ほどあったようで，また，未開墾の

旧国有林のうちには広葉樹を主として ha当り約50-60m3が残存している。

(7) 太櫓村一般は西に日本海を控え暖流の影響を受け比較的温暖で昼夜の温度差も割

に少ない。 5-9月の農耕期聞における平均気温は 15.40Cで，最高は8月中匂の 26.60Cで

ある。年降雨総量は約 1500mmで最多は9月， 春季少なく盛夏より秋季にかけ多くなる

{頃向にある。

開拓地の初霜は 10月上旬，晩霜はb月中旬で，無霜日数は約 140日である。

(8) 小川開拓地の土地総面積は 925.3町で，元所有別は民有 819.5町，国有林 105.8

町である。このうち， 671.2町は 24年道開拓計画課により， 196.7町については26年道開

発局によりそれぞれ地区開拓計画がたてられたが，残りの元国有林57.4町には緊急開拓

として 5戸入植している。

(9) 耕地全面積は約441町で全地積の 4.8割弱，薪炭林地と採草地を含む附帯地は

222町， 2.4割弱，防災施設(土砂粁止林)189町， 2割強を占む。 なお， 附帯地中薪炭林

27.7町，採草地8.5町は共同使用に属す。

地区計画による 1戸当り経営面積は大体 10町で， 畑6.4-7.3町，採草地0.9-1.7町，

薪炭林1.4-1.7町，宅地はいずれも 2反である。

(10) 現実の配当面積は，その確定せるもの 42戸について 9町以下9戸， 9-11町

16戸， 11町以上 17戸でその平均は9.8町で，可耕地面積の範囲は2.9-11.9町，平均6.84

町，附帯地は1.1-7.1町，平均3.49町である。

(11) 入植者総戸数は56，総人口 250(男 128人，女 122人)， 1世帯平均 4.5人でゐる。

稼働者総数 131で，男 69，女 62である。

，入植者の前職は 56戸中 49戸が農業で，ほかは日雇，会社員などがわずか含まれてい

る。出身県は香川が全数の半を占め，道内，長野，宮城が 8-9戸，引揚 4戸である。

2人世帯が特に多いほかは3-7人がほぼ同じくらいである。 15歳以下は 108人で多

い反面， 51歳以上はきわめて少ない。 現在までの総入植世帯数は92で，定着率は6割で

成績は良くない。

(12) 交通は若松市街開拓地聞は6kmで，以前の町村道が開拓遭路として改修された

が保線も不充分であり路線も立派とはいえず，また，定期的交通施設はない。しかし，北

檎山町より若松市街を通じ久遠村に至る路線は二級国道で申分なく，会社のパスが 1日3
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往復している.

(13) 通信は若松市街に郵便局があって，局の集配人が毎日 1回小川小・中学校まで郵

便物の集配にくるa 開拓者各戸は28年よりラジオの共同聴取をしている。放送は若松市

街地農協事務所より行う。若松市街地は最寄りの市場で，ここで生産物の販売，生活物資，

生産用諸消耗品の購入が行われる。

(14) 教育施設としては地区内に小川小・中学校 1校あり，小学2学級，中学 1学級，

生徒数合計92，職員は校長とも 4名である。 なお若松市街には中学校と定時制高校がまb

る。

地区内には保健衛生施設は全然ないが，若松に道立診療所がある。最近開拓保健婦 1

名が診療所に配置された。

住宅は概して粗末で保温衛生上芳しくない。用水はほとんど流水をう利用している。電

灯施設はもちろんなく，主として石油ラシプに依存している。

(15) 29年度末までに本地区に支出された各種政府資金総額は約 639万円で， 仮に現

在入植者 56戸を対象とすると 1戸当り約 11.4万円となる。 総額の 47%強は現金支給で

ある一般営農資金で， 土壌改良資材資金は最小で 46万円強， 農機具と家畜導入の両資金

が残余をほぼ折半している。

政府資金の償還も既に 27年度より始まっており， 29年度末で総額 14万円である。

(16) 現在までに支出された開墾補助金総額は約 538万円， 住宅補助金は63棟， 500 

万円である。

(17) 開拓建設工事は地区内の農道建設が主なるもので 29年度末までに延長約24

km，金額 1320万円に達した。農道のほかには若干の火薬抜根と暗渠の施行がある。

(18) 29年度末までの開墾ずみ総面積は 212.5町で，これは耕地総面積の 58%に当り

1戸平均耕地面積 6.5町に対し 3.8町である。太櫓村全開拓地については開墾進捗率 69%，

1戸平均では耕地5.9町に対し 4町余であるから，本地区は幾分下位にある。

(19) 太櫓村の農業経営形態は土質， 地味，地勢などにより異なるも，概論すれば畑

田兼営の穀寂経営，または畑専営の混同経営が適する。本開拓地はその立地的関係から酪

農を主とし，大小豆・馬鈴薯などを配した混同農業を採用している。

(20) 生産手段たる農機具はまだ充分に行きわたっていない。 飼養家畜中馬は 1戸当

り0.75頭， 成牛は 1戸当り 0.4頭にすぎないが，牛はやや急速に増加の傾向にある。家

富飼養による自給肥料生産量は厩肥 126，0∞貫， 堆肥5，600貫であるが， 堆肥盤は僅かに

4を数えるのみである。

(21) 作付総面積は 166.3町で開墾面積 212.5町に対し 7.9割弱にあたる。個人別では

最大 7.2町，最小1.0町で， 1戸平均 3.08町である a
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(22) 作付面積の最大の作物は大豆で全体の 1/5強を占め， 小豆・菜豆を合すると 48

町となる。燕麦・牧草・デシトゴー γ等飼料用作物は 58町余(緑肥的のものも含め)とな

り全面積~ 1/3強を占む。 馬鈴薯は 15町で主要作物の一つである。亜麻・菜種などの特

用工芸作物は少ない。

(23) 馬の飼養数は 42で 1戸当り 0.75頭，入植者の 6.4割強が飼育している。太櫓村

全体では 8割である。牛の飼育数は 40で1戸当り 0.7頭，総農家の 5.7割が飼育している。

太櫓村全体では 5.6割で共に少ない。緬羊は 1戸当り 0.8頭強で全入植者の半数あまりが

所有しているに過ぎない。

(24) 現在搾乳牛は 12頭である。昨年度の生産牛乳代は 85.7万円で聞協扱いの生産

物価額の過半を占めた。今後乳牛数は加速度的に増加するものと思われる。現在地区内に

は畜産関係施設は一つもたい。

(25) 土砂粁止林は総面積約200町(地区計の分のほかに緊急開拓地の分を加う)，地

区面積の 2割以上を占め，現在は開拓財産で道が管理しているが，所属換えのあかつき，

林相の維持される限度内で林木利用を期待し得られないこともない。

防風林は目下ないが地区に応じて設ける必要がある。

人工造林は 29，30両年にカラマツを 4，75町植栽した。

(26) 薪炭林地は面積約150町，地区面積の1.6割余にあたり，将来は各自使用量の約

半をこれに求めようとの方針であるが，これが実現には新植は元より，補植，手入れに充

分努めねばならない。ここ数年燃材は屑材で間に合うし，生立木はなるべく温存しようと

している。

(27) 現在炭窯 19基あり，昨年度木炭生産高は 4，∞0貫， 19.6万円で雑穀その他の販

売代金より 4万円多かった。製炭資材は配当地内林木のほか，国有林より払下げを受けて

いる。

(28) 農閑期利用の研伐賃労働は入植者の出身地， 前歴などの関係であまり多くない

が，冷害年など特殊の場合には周聞の国有林で造材を実施している関係で事情が違ってく

る。

国有林の研伐業務が造林業務に移るにつれ，この穫の賃労働の機会が恵まれる。

(29) 入植時， 地区内の林木の存在により， 地主の収去木材の造材に従事して労賃を

得たり，または用薪材を廉価に入手することができた。

(30) 太櫓村開拓農業協同組合は昭和24年 3月設立の出資組合で，現在，北槍山町字

太櫓村と大字良瑠石村を区域とする。関係開拓地区として小川のほか8地区を含み，総組

合員数 137にして， 小川地区は 56である。 聞協の下部組織として各地区の班の下に推進

体がある。
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(31) 本・聞協の主なる事業は信用，購買，販売，共同利用施設，開拓地の諸工事関係

などであるが，一般農協と連絡提携している。現有産業施設は農業倉庫，澱粉工場各 1棟

5トシ貨物自動車1台である。購買事業では日常生活物資をも扱いたい意図である。

販売事業では共販態勢の強化，加工製造事業では澱粉製造拡充確立を期している。

昨年度扱い建設事業総金額は約 1，ω0万円である。

(32) 本組合の経理処理t士通確で， 資金の転貸処理， 各種補助金の受払処理肢況も良

好と認められ，その綜合的結果として，優良開拓農協，償還優良組合などとして数回知事

その他より表彰されており，組合員の営農基礎確立に大きな役割りを果しつつある。

以下は農家経済調査の分の総括である。

(33) 56戸のうち 10戸を調査農家として選ぴ， 各農家の経済調査を行った。 10戸の

うち 6戸が香川県出身者である。

(34) 配当地は平均 107反で， そのうち 48.6反が現入植者によりこれまでに開墾され

たものである。作付面積は 28-71.5反， 平均 39.9反，附帯地としての林野は平均 45.1反

である。

(35) 開墾は 4-6年の聞に一応終るか，またはその後の面積が極めて小さくなる。同

様に，作付面積も 4-5年後は増加の勢がにぶるか，面積に変化のないものもでてくる。

(36) 家族数は平均5.3人， 自家農業従事者数は 2-5人，平均2.8人である。 自家農

業従事日数は，稼働力不足による中学生の手伝などをのぞいて， 1戸当り年間 500日， 1人

当り 179日である。林業賃労働従事者は平均0.6人， 37B，農業賃労働従事者は平均0.3人，

3日，その他の賃労働従事者は 0.9人， 24日，炭焼・薪採取日数は 41日である。

(37) 林業賃労働従事日数と炭焼・薪採取日数を合せた林業従事日数の年間稼働日数に

対する割合は，平均 12.6%であり，自家労働力配分上，重要なクエイトをもつものでない。

(38) 農業雇傭労働力を必要とした農家は 1戸である。 いま， 自家農業従事者の延人

数と農業雇傭労働力の延人数を加え，これを作付面積で除して反当り投下労働力を求める

と， 6-23日，平均 14日である。

(39) 馬は平均1.1頭，牛は平均1.5頭が飼育されているz 緬羊・鶏の飼育が割合に普

及している。

(40) 農機具の所有;伏況は平均1をこえるものはプラオの 1.1のみである。

(41) 住宅は寒さをしのぐに充分とはいえないが比較的ととのっている。畜舎， 物置

納屋などは充分とはいえない。

(42) 入植後現在までの払下立木石数は 184-3，000石，平均981石であり，昭22，23

年の初期入植者は相当多量に払下げをうけたようである。

(43) 肥料の施用量は少なくない。過燐酸は反当り 5.9貫，硫安4貫である。
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(44) 昭和29，30年ともに，作付面積で最も多いのは大立であり，大豆・小豆・菜豆

などの豆類の面積は作付全面積に対し，平均それぞれ22%，19%となっている。

(45) 作物の反収は，たとえば水稲 0.5俵，小麦1.2俵， ライ麦 3.0俵， ソパ 0.2俵，

馬鈴薯 27.4俵，大豆 0.5俵，小豆 0.04俵，菜豆0.3俵，燕麦 4.4俵であって，馬鈴薯，燕

麦，ライ麦をのぞいて，極めて悪い。これは冷害と 9月末の髄風の影響による。

(46) 収穫物の販売は極めて少量で，売りたくても売るものがない実朕にあるといえ

る。これは収量が極めて少ないにもかかわらず，販売作物の商品化率，即ち給、収量に対す

る販売数量の割合が比較的高いことによって知りうる。商品化率はたとえば， 大豆 47%，

菜豆 53%，亜麻 100%，馬鈴薯 8%である。

(47) 家畜の売却頭数は極めて少ない。牛乳は 10戸のうち 6戸が販売している。

(48) 農家現金収入の総額は平均 133，240円であるが， そのうち最も多いのは家畜収

入の 48，750円， 37%，次いでその他の賃収入の 16%で，耕種収入は 9，630円で 7%にす

ぎない。

(49) 林業賃収入は平均 16，160円 12%，薪・木炭の販売代は 16，350円， 12%で，合

せて 24%であり， 冷害などによる耕種収入のない時においては林業収入の農家経済にし

めるヲエイトはかなり大なるものがある。

(50) 農家現金支出は平均 194，140円で，そのうち 55%が生計費である。 耕種支出の

25%，家畜支出の 13%がこれに次いでいる。

施設費，林業支出， f[税，臨時費はいずれも数%にすぎない。臨時費は平均 3%であ

るが，支出農家は 1戸であり，その農家の支出総額の 19%にあたり，農家単位にみた場

合軽視できないものである。

(51) 耕種支出のうちで最も多いのは肥料費の 51%である。種首費は 16%， 農機具

費，機具損耗代がそれぞれ 10%でこれに次いでいる。

雇傭労賃は平均 2%であるが，個々の農家においてはかなりの高額となる。

(52) 家畜支出においては，・家畜共済保険料 27% が最も多く，家畜購入費 24~合，飼料

費 22%がこれに次いでいる。

(53) 生計費においては，食費 72%，衣料費 10%，教育修養費と衛生費がそれぞれ5

%の!慎となっている.

(54) 農家の現金収支を対照すると，平均で 60，900円の赤字である。各農家ごとにみ

ると，黒字の農家は 1戸のみで9戸は赤字である。

一般に赤字の原因は，冷害のために耕種収入がほとんどないためである。さらに，家

畜収入および木炭・薪販売代，林業およびその他の賃労働などの収入も全くないかあるい

は少ないことに基因する.
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(55) 農業のみの現金収支をみると平均で 18，180円の赤字である。農家ごとにみても

10戸のうち 6戸が赤字で， 黒字農家は 4戸である。 黒字農家はいずれも牛乳を販売して

いる家である。

(56) 貯蓄は平均 41，430円， 負債は政府資金 196，310円，個人その他よりの負債が

58，000円である。貯蓄の最高は 115，700円である。

(57) 林野の利用は採草，放牧など，すべての農家がこれを利用している。造林も 10

戸のうち 6戸がこれを行っている。

木炭は 10戸中 4戸，薪は 1戸がそれぞれ販売している。

生産手段たる飼養家畜頭数および農機具所有賦況につき農家経済調査の対象にとった

10戸の農家の平均と小川開拓地全体の平均とをくらべると，経済調査の対象とした農家の

方が高い。すなわち，小川開拓地のなかでは経営的にみて比較的に良い農家が経済調査の

対象にとられたようである。しかし，これらの農家も収支対照で知るごとく，極めて低い

生活条件にあるように思われる。

結言

本開拓地は豆類を販売主作物とする主畜農業経営を目標としているが，その初期段階

においては入植者詮衡の欠陥などにもとずき多くの離農者を出したが，現在ではほぼ安定

した賦態にある。しかし，昭和28年に引続く 29年の冷害により作物の収穫量は極めて少

なく，収入掠を耕種収入以外のなにかに求めねばならない実肢にあって，農家経済は概し

て良好でない。

開拓地においては，最近乳牛の増加傾向が明かにみられるが，農業経営の諸条件は概

してまだ極めて不充分である。したがって，経済的に甚だしい不安定の賦態にあり，農家

経済は極めて弾力性に乏しいものといわなければならない。

本開拓地は，その立地の関係上広大な土砂粁J.I:林を含んではいるが，これを算外に置

いても，薪炭林野の面積は地区面積の 1.6割にもおよび， また開墾地上には自然生樹木や

人工植栽木が存在していたし，更に地区の大半はほとんど国有林にかこまれているなどの

現実より，林野と営農あるいは農家の生活との関連が大きいことは白から明かなことで，

営農基礎のまだ確立していないところに冷害を受けた農家経済において，林業ないし林野

がどλJな役割を果したかは次の如く要約される。

まず，現金収入の面についてみると，個々の農家によって異なるが林業賃労働と薪・

木炭採取などの林産物販売による収入は総収入に対して 24%であり， 林業収入の家計に

おいて果す役割はかなり大なるものがある。冷害による耕種収入減をある程度これにより
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カパ{したものと考えられる。

なお，林業賃労働は主として隣接国有林におけるものであり，林産収入は自己配当地

内の林木の利用が主である。

次に，自家労働力の配分関係からみると，林業賃労働と林産物収得のための労働日数

は合せて年間稼働日数の約 13%にすぎない。 自家労働配分上からいえば林業賃労働と林

産収得のための労働力は重要なクエイトをもつものではない。すなわち，林業労働への従

事は農業経営に支障をきたすほどの労働量ではないようである。

林野の利用朕況についてみると，利用程度は極め℃強いものがある。放牧や繋牧は調

査農家全戸がこれを行っており，採草も多少ともこれを行っている。

林野の必要性を感じていることは，造林がここ数年来行われかけていることや，また

一般に現存立木の温存を念頭に置いていることでも窺いうる。

以上要するに，この開拓地経営において農林提携は一応比較的密接で，営農に支障を‘

きたさぬ程度の林業労働の従事によって，比較的大きい収得を上げて農家の家計に貢献

しており，林野も家畜飼育.に欠くことをえぬ役割を演じているといいうる。しかしなが

ら，この林業収入の農家収入における重要度はいく分恒常性を欠くきらいがないわけでな

い。すなわち，従来において地区内の林産利用により農家経営が支持されてきた反面，現

在における所有林木蓄積の減少澗渇は一部をのぞきほとんどの農家にいいうることである

から，現存林木の温存手入や造林木の育成管理によって林産の断層を生ずることのないよ

う，換言すれば林業収入に永続性を持たせ，単に耕種収入源の補充ということから一歩を

進めて，農家経済を豊かにするのに役立てることが必要であり，またこれに関連してその

機能を失わない限度において土砂粁止林の合理的経営により林産利用を大いに企図する必

要がある。

更に，現在家畜の飼養面や直接営農上林野の利用が役立っている以上に，林野の合理

的取扱いによりその内容を充実したものとし，所有する林野の集約的利用を心がけること

は営農を安定させるための農業自身の諸条件を整備することとともに最も必要なことと思

われる。
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Summary 

It is a self-evident fact that the connection between farm management and the 

utilization of forest lands is so intimate that farm management can not be farther 

developed without subsidiary use of forest lands. The physical and social-economic 

conditions of the lands now awaiting development are generally of very low grade. 

It is the writers' ardent desire to understand clearly in what form and to what degree 

the utilization of forest 1ands has been contributing in farm management under the 

unfavorable conditions of the newly aeveloped lands. 

1n farm management on these lands， the degree of intimate connection between 

agriculture and forestry differed according to the site conditions， therefore the form 

of farm operations， etc. From this point of view， we have already treated two 

newly developed lands of which the site conditions are di任erentand reported in 

the Research Bulletins of the College Experiment Forests， Hokkaido University. 

As a continuation of these investigations， we have analysed a newly developed 

land 

social-economic conditions of 

the two p戸re町viめou凶sl砂ytreated lands. 

The obtained results are summarized as follows. 

1. Production means in the farm management are generally not yet su伍ciently

arranged. Accelerated by low temperature in recent years， farmers' economy is 

very bad and unstable. 

2. Forestry inconies， that is， total wage incomes from forest labour and cash 

incomes from the sale of forest products， are equivalent to 24% of whole cash 

receipts and can be recognized to occupy an important situation in the farmer's 

economy. 

3. Working days in the forest for obtaining wages and forest products corres-

pond to 12% of whole working days in a year and have no important weight in 

distribution of families labour power. Namely， the working days of forest labour 

are not so many as to become a big problem in the farm management. 

4. Forest lands are utilized comparatively well， as to grazing， grass gathering， 

and charcoal making utilizing the timber， and reforestation has just been set on 

foot. 

1n conclusion， the connection of agriculture and forestry in this area is found 

to be pretty intimate apparently. However， it can be conceived that the situation 

of forestry incomes in farmer、seconomy is not usual. 1n other words， it seems to 

be an exceptional case that may probably be derived by the lack of farm income 

from injury by low temperature. 

But it is sure that the importance of forest labour in. farmer's economy is more 

significant for farmers belonging to the lower grade than for those who are better off. 

By carrying out rational forest management in future， the farmers might plenti-
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ful1y obtain much more forest products. Then， forestry incomes must have a role 

not only to balance the lack of farm income but to make farmer's economy rich. 

By reason of this， the existin:g erosion control forests should have plan of rationa1 

treatment to utilize the timber products to the utmost as far as the special function 

of the forests is accomplished. Al田， to increa田 theproductive power of forest land 

is very important for livestock Lreeding. 

The writers believe that it is highly necessary to manage forest lands by reason-

able and fitting means in order to stabilize farm operations. 


